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　ฏという࣌代もあと３カ月༨りとなりま

した。今はまだਂいઇに෴われていますが、

このઇがղけ、̑月からは新ݩ߸がスター

トすることとなり、新たな࣌代をܴえる気分

がߴまってきました。

　ฏの࣌代にはさま͟まなものがਐԽし、

ಛに、ίンピュータのਐԽやインターωット

の普ܞ、ٴଳి話などใ通৴ٕज़のֵ新

によって生活は大きく変わりました。今では、

スϚートフΥンなしに生活することができな

い人も多くいると思いますし、かくいう私も

そのҰ人です。スϚートフΥンは、ి話だけ

でなく、インターωットのଓ、さま͟まな

Ξプリ、ిࢠϚωーのܾػࡁなど、いろ

いろな໘でわれます。

年̕月ࡢ、にཔりす͗ていることもありٯ　

にىきたৼ東෦地にうશ道نのఀ

ిの際には、ආ所に多くの方がܞଳి話

のॆిに๚れました。でも今までのࡂ

とは違うରԠをする必ཁがあり、֤ආ所

でॆిできるようにしたところです。しかし、

必ཁな方は༧めॆిثを࣋っておくとか、な

んらかの備えが必ཁだったのではないかと

思います。既にߪ入された方もいるのでは

ないかと思いますが、今Ұ『ඇৗ࣌の備え』

を֬ೝしていただければと思います。

　ฏは、ࡂの多い࣌代でした。࣌ࡂ

には、自ॿ、共ॿ、公ॿがٻめられます。

町でも࣌ࡂのための整備をਐめてまいりま

すが、自ॿの෦分につきましては、住民の

皆さんの備えをお願いします。
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　大ઇ۠広Ҭ࿈߹はɺอݥ者
としてฏ16̐月から業を
開始していますɻ
　ฏ3012月21日にߦなわ
れたୈ̏ճ大ઇ۠広Ҭ࿈߹ٞ
会定ྫ会でɺฏ29のҰൠ
会ܭと̏ಛ別会ܭのܾࢉが認定
͞れましたɻͦのܾࢉの֓ཁに
ついてお知らͤしますɻ
ೖॲཧをޒࣺ࢛についてはֹࢉܾ˞
していΔたΊɺ࣮ࡍのֹܾࢉとҟ
なΔ場߹があΓますɻ

◆問い合わせ◆

大雪地区広域連合

☎82-3697

【
一
般
会
計
】

　

平
成
29
年
度
は
大
雪
地
区
広
域
連

合
が
保
険
者
と
し
て
業
務
を
開
始
し

14
年
目
と
な
り
ま
し
た
。
６
名
の
派

遣
職
員
と
４
名
の
専
任
職
員
で
業
務

を
行
い
、
関
係
町
・
関
係
機
関
と
協

議
を
行
い
な
が
ら
、
住
民
サ
ー
ビ
ス

の
低
下
を
招
く
こ
と
な
く
効
率
的
に

事
務
処
理
を
進
め
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　

【
介
護
保
険
特
別
会
計
】

　

平
成
2�
年
３
月
に
策
定
し
た
第
６

期
介
護
保
険
事
業
計
画
（
平
成
2�
年

度
か
ら
平
成
29
年
度
）
に
計
上
さ
れ

た
要
介
護
高
齢
者
数
の
現
状
と
将
来

推
計
な
ど
を
踏
ま
え
、
高
齢
者
が
住

み
な
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し

続
け
ら
れ
る
よ
う
、
円
滑
な
事
業
運

営
と
給
付
の
実
施
を
進
め
ま
し
た
。

　

介
護
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
介
護

保
険
事
業
計
画
に
基
づ
き
、
第
５
段

階
で
あ
る
標
準
的
な
年
額
保
険
料
を

６
万
９
３
０
０
円
（
月
額
５
７
７
５

円
）
と
し
て
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
事
業
準
備
基
金
は
、
平

成
29
年
度
中
に
２
９
９
９
万
円
を
追

加
で
積
み
立
て
、
平
成
29
年
度
末
現

在
の
基
金
残
高
は
６
３
１
０
万
円
と

な
り
ま
し
た
。
今
後
の
介
護
保
険
料

抑
制
の
た
め
に
有
効
な
活
用
を
図
り

ま
す
。

【
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
】

　

国
民
健
康
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

被
保
険
者
の
負
担
軽
減
と
安
定
化
、

平
準
化
を
図
り
な
が
ら
、
最
少
の
負

担
で
医
療
給
付
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
料
率
を
設
定
し
ま
し
た
。
住
民
福

祉
の
向
上
と
公
平
負
担
の
確
保
と
い

う
制
度
の
基
本
に
立
ち
、
３
町
の
被

保
険
者
に
か
か
る
必
要
な
保
険
給
付

費
を
見
込
み
、
健
全
経
営
が
で
き
る

よ
う
関
係
町
と
協
議
を
重
ね
、
国
民

健
康
保
険
運
営
協
議
会
に
諮
問
の
う

え
保
険
料
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

療
養
給
付
費
（
費
用
額
ベ
ー
ス
）

は
、
2�
億
１
５
８
万
円
と
な
り
、

１
億
９
２
８
６
万
円
の
余
剰
金
が    

発
生
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
医
療
費

全
体
で
予
算
額
を
下
回
っ
た
こ
と
な

ど
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

国
保
財
政
調
整
基
金
は
、
平
成
29

年
度
中
に
預
金
利
息
を
追
加
で
積
み

立
て
、
平
成
29
年
度
末
現
在
の
基
金

残
高
は
１
億
３
４
４
８
万
円
と
な
り

ま
し
た
。
今
後
の
国
保
財
政
安
定
化

に
向
け
た
財
源
と
し
て
活
用
し
ま
す
。

【
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
】

　

平
成
20
年
度
か
ら
、
老
人
保
健
制

度
に
変
わ
り
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

　

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
が
主
体
と
な
っ
て
運
営
し
て
い
ま

す
が
、申
請
や
被
保
険
者
証
の
交
付
、

保
険
料
の
徴
収
事
務
な
ど
は
大
雪
地

区
広
域
連
合
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　

納
付
さ
れ
た
保
険
料
や
３
町
の
被

保
険
者
に
か
か
る
医
療
給
付
費
の
負

担
分
を
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
に
納
付
し
て
い
ま
す
。
療

養
給
付
費
（
費
用
額
ベ
ー
ス
）
は

4�
億
２
１
４
１
万
円
と
な
っ
て
い
ま

す
。

ฏ
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େઇ۠Ҭ࿈߹ࡀೖࡀग़ֹܾࢉ
会۠ܭ ֹࢉೖܾࡀ ֹࢉग़ܾࡀ ࣮࣭ऩֹࢧ

Ұ ൠ 会 ܭ 12ԯ4943ສԁ 12ԯ4�91ສԁ 152ສԁ
հ ޢ อ ݥ ಛ 別 会 ܭ 31ԯ8526ສԁ 30ԯ9192ສԁ 9334ສԁ
ܭಛ別会ݥ民健康อࠃ 41ԯ5898ສԁ 39ԯ6612ສԁ 1ԯ9286ສԁ
ܭ高齢者ҩྍಛ別会ظޙ 8ԯ1250ສԁ �ԯ4188ສԁ �062ສԁ

ܭ　　߹ 94ԯ 61�ສԁ 90ԯ4�83ສԁ 3ԯ5834ສԁ

国ຽ݈߁อݥඃอऀݥҩྍඅのಈ

ҰੈଳあたΓ 61ສ2�41ԁ

一
人
あ
た
り

全　　　ମ 34ສ3145ԁ

લظ高齢者 48ສ4�15ԁ

อݥྉऩೲঢ়گʢݱʣ
۠　　 ௐ定ֹ ऩೖֹ ෆೲܽଛֹ ऩೖະֹࡁ ऩೲ

հ ޢ อ ݥ ྉ 6ԯ265ສԁ 6ԯ69ສԁ 0 196ສԁ 99�68ˋ
ࠃ 民 健 康 อ ݥ ྉ �ԯ�302ສԁ �ԯ5318ສԁ 0 1984ສԁ 9��43ˋ
ྉݥ高齢者ҩྍอظޙ 2ԯ55�2ສԁ 2ԯ5506ສԁ 0 66ສԁ 99��4ˋ

հڅޢඅのঢ়گ
۠　　 付අ૯ֹڅ 受څ者 月ֹڅ付අ（ҰਓあたΓ）

付අڅサーϏスޢհډ 16ԯ6421ສԁ 1304ਓ 10ສ6353ԁ
付අڅサーϏスޢ設հࢪ 11ԯ8858ສԁ 312ਓ 31ສ�463ԁ

ܭ　　߹ 28ԯ52�9ສԁ 1616ਓ 14ສ�112ԁ

ҩྍඅのಈऀݥҩྍඃอऀྸߴظޙ

ҩ ྍ අ ૯ ֹ 4�ԯ2141ສԁ

受 څ 者  492�ਓ

ҰਓたΓのҩྍඅ 95ສ82�2ԁ
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˙։ઃؒظ
　ؐਃ１　ࠂ月18日 ʙ̏月14日 　ʢ日ɺॕ日͓Αͼ݄̎��日 ɺ��日 Λআ͘ʣ
　֬ఆਃࠂ　̎月18日 ʙ̏月14日 　ʢ日ɺॕ日͓Αͼ݄̎��日 ɺ��日 Λআ͘ʣ
˞ৡॴಘΛؚΉਃࠂʹつ͍ͯɺͰड͚͚ΒΕͳ͍߹͕͋りま͢ɻ
˞ਃࠂॻͷ࡞成ʹ͔͔͕ؒ࣌ΔͨΊɺ͓ؒ࣌ͨͤ͢Δ͜ͱ͕͋りま͢ͷͰྃ͝ঝく͍ͩ͞ɻ
˙։ઃޕ　ؒ࣌લ࣌̕ʙ࣌̑ޙޕʢडऴྃɿ30࣌̐ޙޕʣ
˙डޕ　ؒ࣌લ࣌̕ʙ1130࣌ɺ࣌１ޙޕʙ̐30࣌
˞̎月19日 ɺ20日 ɺؒडΛ行͍ま͢ͷͰ͝ར༻く͍ͩ͞ɻ
　ʢ։ઃؒ࣌ɿ࣌̒ޙޕʙ࣌̔ޙޕ　डऴྃɿ45࣌̓ޙޕʣ

■։ ઃ 日　̎月21日 ɺ22日 
■։ઃޕ　ؒ࣌લ࣌̕ʙ࣌̑ޙޕʢडऴ ɿྃ30࣌̐ޙޕʣ
■ձ 　;Ε͍͋ަྲྀؗ　ձٞࣨ１　
˞̎月21日 ɺ22日 ɺͰͷड͓ͯ͠りまͤΜͷͰ͝ҙく͍ͩ͞ɻ

ᶃऩೖΛ֬ೝͰ͖Δのʢओͳのʣ
༁ॻͳͲࢧॴಘͷ͋Δํऩ࢈ॴಘɾෆಈۀࣄຊʣɺݪઘऩථʢݯຊʣɺެత年ۚͳͲͷݪઘऩථʢݯ༩ॴಘͷڅ　
ᶄ߇আֹの֬ೝͰ͖Δのʢओͳのʣ
ɾҩྍඅ߇আʜҩྍඅͷ໌ࡉॻまͨҩྍඅͷ௨ॻʢ͓Βͤʣ
ɺਓ͝ͱʹཧ͕ඞཁͰ͢ہॻ͓Αͼ௨ॻͳͲʹつ͍ͯɺපӃɺༀࡉ໌˞
˞ҩྍඅͷ௨ॻɺࣗݾෛ୲ͷ͕ࡌهͳ͍ͷ༻Ͱ͖まͤΜ
ɾηϧϑϝσΟέʔγϣϯ߇আʜηϧϑϝσΟέʔγϣϯ੫੍ͷ໌ࡉॻͱҰఆͷऔりΈΛ行ͬͨ͜ͱΛ໌Β͔ʹ͢Δ
　ॻྨɻʢྫɿ৬町Ͱड͚݈ͨ߁அ͕Μݕͷ݁Ռ௨දͳͲʣ
ɾࣾձอݥྉ߇আʜ݈߁อݥྉͷྖऩॻɾࠃຽ年ۚอݥྉ߇আূ໌ॻͳͲ
ɾੜ໋อݥྉ߇আʜࢧֹͳͲͷূ໌ॻ
ɾอݥྉ߇আʜࢧֹͳͲͷূ໌ॻ
ɾدෟۚ߇আʜدෟͷडྖॻ
ɾো者߇আʜো者खா
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議会ファイル
【
議
案
第
１
号
】
平
成
��
年
度
東
神
楽
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
７
号
）

　

今
回
の
補
正
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

１
億
９
７
５
８
万
２
０
０
０
円
を
追
加
し
、
予
算
総

額
は
64
億
４
９
３
１
万
円
に
な
り
ま
し
た
。

【
議
案
第
２
号
】平
成
��
年
度
東
神
楽
町
公
共
下
水

道
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

今
回
の
補
正
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

９
７
４
万
８
０
０
０
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
は

３
億
３
４
５
６
万
４
０
０
０
円
に
な
り
ま
し
た
。

【
議
案
第
３
号
】
平
成
��
年
度
東
神
楽
町
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

今
回
の
補
正
は
、
収
益
的
支
出
を

28
万
７
０
０
０
円
減
額
し
、
支
出
の
総
額
を

１
億
７
７
５
５
万
３
０
０
０
円
と
す
る
と
と
も

に
、
資
本
的
収
入
を
１
２
５
４
万
８
０
０
０
円
減

額
し
、
３
１
５
９
万
２
０
０
０
円
と
し
、
資
本
的

支
出
を
50
万
円
減
額
し
、
７
８
３
０
万
１
０
０
０

円
に
な
り
ま
し
た
。

【
議
案
第
４
号
】
東
神
楽
町
下
水
道
事
業
の
設
置

等
に
関
す
る
条
例

　

こ
れ
は
、
地
方
公
営
企
業
法
の
財
務
規
定
な
ど

を
適
用
す
る
た
め
に
、
東
神
楽
町
下
水
道
事
業
の

設
置
お
よ
び
経
営
の
基
本
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
条
例
で
定
め
る
も
の
で
す
。

【
議
案
第
５
号
】
東
神
楽
町
特
別
会
計
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例　

　

こ
れ
は
、
公
共
下
水
道
事
業
に
つ
い
て
、
地
方

公
営
企
業
法
の
財
務
規
定
な
ど
を
適
用
し
、
企
業

会
計
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
地
方
公

営
企
業
法
第
17
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
神
楽
町

下
水
道
事
業
会
計
を
設
置
す
る
た
め
に
改
正
す
る

も
の
で
す
。

【
議
案
第
６
号
】
東
神
楽
町
住
宅
使
用
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

こ
れ
は
、北
海
道
か
ら
購
入
し
た
旧
志
比
内
駐

在
所
お
よ
び
現
在
建
設
中
の
志
比
内
小
学
校
教
職

員
住
宅
の
住
宅
使
用
料
を
追
加
す
る
た
め
改
正
す

る
も
の
で
す
。

【
議
案
第
７
号
】
東
神
楽
町
特
定
公
共
賃
貸
住
宅

等
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

こ
れ
は
、
地
域
優
良
賃
貸
住
宅
に
公
募
の
例
外

に
関
し
て
の
規
定
を
追
加
す
る
た
め
改
正
す
る
も

の
で
す
。

【
議
案
第
８
号
】
東
神
楽
町
地
区
計
画
等
区
域
内

建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

こ
れ
は
、
ひ
じ
り
野
西
地
区
の
都
市
計
画
用
途

地
域
を
変
更
を
す
る
た
め
改
正
す
る
も
の
で
す
。

【
議
案
第
９
号
】
東
神
楽
町
土
地
改
良
事
業
分
担

金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

こ
れ
は
、
土
地
改
良
法
第
36
条
の
２
に
﹃
土
地

改
良
施
設
の
管
理
へ
の
協
力
﹄
の
条
項
が
新
設
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
同
法
を
引
用
し
て
い
る
条
例

に
条
ず
れ
が
生
じ
た
た
め
引
用
条
項
を
改
正
す
る

た
め
の
も
の
で
す
。

【
議
案
第
��
号
】
東
神
楽
町
水
道
事
業
の
余
剰
金
の

処
分
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

こ
れ
は
、
下
水
道
事
業
の
公
営
企
業
会
計
へ
の

移
行
に
伴
い
、
毎
事
業
年
度
生
じ
た
利
益
等
の
処

分
に
つ
い
て
下
水
道
事
業
を
追
加
す
る
た
め
改
正

す
る
も
の
で
す
。

【
議
案
第
８
号
】
東
神
楽
町
個
人
番
号
の
利
用
及

び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　
こ
れ
は
、
生
活
保
護
法
に
『
進
学
準
備
給
付
金
』

制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
文
言
を
追
加

す
る
た
め
改
正
す
る
も
の
で
す
。

【
同
意
第
１
号
】
東
神
楽
町
固
定
資
産
評
価
委
員
会

委
員
の
選
任
に
つ
い
て
同
意
を
求
め
る
件

　

東
神
楽
町
固
定
資
産
評
価
委
員
会
の
委
員
が
任

期
満
了
と
な
る
た
め
、
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
議

会
の
同
意
を
求
め
る
も
の
で
す
。

▼
氏
名　

三
井　

節
子

【
諮
問
第
１
号
】
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦

の
件

　
前
任
者
の
任
期
満
了
に
伴
う
新
任
者
の
推
薦
に

つ
い
て
、
次
の
方
を
推
薦
し
議
会
の
意
見
を
求
め

る
も
の
で
す
。

▼
氏
名
　
助
乗
　
清
光

　

町
に
は
公
有
財
産
台
帳
、
附
属
図
面
、
物
品
台

帳
、
基
金
台
帳
な
ど
が
調
製
さ
れ
て
お
り
、
財
産

の
取
得
、
処
分
、
異
動
な
ど
の
記
載
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

公
園
用
地
を
普
通
財
産
に
変
更
し
た
際
に
、
そ

の
一
部
が
道
路
用
地
と
な
り
ま
し
た
が
、
面
積
に

不
一
致
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
財
産
台
帳
に
登

載
す
る
基
準
を
誤
っ
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
か
ら

記
載
漏
れ
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
財
産
台
帳
な
ど
は
、
正
確

な
表
示
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
異
動
に
つ
い
て
も
そ

の
都
度
正
確
に
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
て
く
だ
さ
い
。

【
改
善
措
置
（
総
務
課
）】

　

財
産
台
帳
等
の
管
理
に
つ
き
ま
し
て
は
、
関
係

各
課
と
連
携
し
、
異
動
等
が
あ
っ
た
都
度
、
そ
の

状
況
を
確
認
し
、
年
度
末
に
再
度
、
内
容
を
再
確

認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

ご
指
摘
の
と
お
り
、
町
有
財
産
は
、
町
民
の
皆

さ
ま
か
ら
負
託
さ
れ
た
大
切
な
財
産
で
あ
る
こ
と

を
全
職
員
が
再
認
識
し
、
今
回
、
面
積
の
不
一
致

や
記
載
漏
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
、

�
第�

４�

回�

町�

議�

会�

定�

例�

会

12
月
12
日
に
招
集
さ
れ
、
会
期
２
日
間
で
開
催
さ
れ
た
平
成
30
年
第
４
回
町
議
会
定

例
会
。
教
育
行
政
を
含
む
一
般
町
行
政
の
概
況
報
告
、
定
期
監
査
の
結
果
報
告
な
ど

が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
平
成
30
年
度
の
各
会
計
補
正
予
算
案
、
関
連
条
例
案
な
ど
が
提

出
さ
れ
ま
し
た
。
一
般
質
問
で
は
、
11
名
の
議
員
か
ら
質
問
が
あ
り
、
提
出
さ
れ
た

議
案
は
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
、
13
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

【
指
摘
事
項
１
】

財
産
台
帳
の
管
理
に
つ
い
て
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Pick up

タ
ウ
ン
ニ
ュ
ー
ス

ス
マ
イ
ル
キ
ッ
ズ

子
育
て
コ
ラ
ム

子
育
て
案
内
板

キ
ム
マ
ガ

情
報
案
内
板

健
康
食
育

花
育

改
め
て
、
東
神
楽
町
公
有
財
産
規
則
等
関
係
法
令

に
従
い
、
公
有
財
産
を
適
切
に
管
理
す
る
よ
う
周

知
徹
底
を
図
り
、
適
切
な
財
産
管
理
事
務
の
執
行

に
務
め
て
ま
い
り
ま
す
。

【
指
摘
事
項
２
】

災
害
備
蓄
品
の
台
帳
整
備
に
つ
い
て

　

当
町
に
お
い
て
平
成
28
年
、
平
成
30
年
と
風
水

害
に
よ
り
、
甚
大
な
被
害
を
受
け
避
難
所
を
開
設

す
る
事
態
に
到
り
ま
し
た
。

　

町
に
お
い
て
は
災
害
に
備
え
て
、
数
量
目
標
を

定
め
て
食
料
、
生
活
用
品
、
各
種
資
材
な
ど
を
備

蓄
し
て
お
り
、
災
害
な
ど
の
際
に
備
蓄
品
の
一
部

を
使
用
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
払
出
の
記
録
が
明

確
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。食
料
、

飲
料
水
、
衛
生
用
品
な
ど
に
お
い
て
は
、
そ
の
保

存
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
物
が
多
く
、
そ
の
管

理
に
当
た
っ
て
は
時
期
を
見
て
入
れ
替
え
を
要
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
現
実
に
期
限
切
れ
と
な
っ

て
か
ら
、
払
出
処
分
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
し

た
。

　

災
害
の
緊
急
時
に
、
そ
の
備
蓄
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
は
、
そ
の
保
管
記
録
な
ど
整
然
と
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。

【
改
善
措
置
（
総
務
課
）】

　

災
害
備
蓄
品
に
つ
き
ま
し
て
は
、
目
標
数
量
を

定
め
て
備
蓄
し
、台
帳
を
整
備
し
て
お
り
ま
す
が
、

９
月
に
発
生
し
ま
し
た
地
震
に
よ
る
広
域
停
電
の

際
に
払
出
し
を
行
っ
た
一
部
の
物
資
の
ほ
か
、
突

発
的
な
断
水
な
ど
の
際
に
該
当
す
る
地
域
に
配
布

し
た
飲
料
水
の
記
録
を
失
念
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
保
存
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
物
資
に

つ
き
ま
し
て
は
、
適
切
な
入
れ
替
え
時
期
を
逸
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
計
画
的
な
予
算
計
上
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
期
限
間
際
の
物
資
を
防
災
訓
練
な

ど
の
開
催
時
に
払
い
出
し
を
行
う
な
ど
有
効
利
用

を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

引
き
続
き
、
災
害
備
蓄
品
の
数
量
を
把
握
し
発

災
時
な
ど
に
迅
速
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
、
よ
り

一
層
、正
確
な
台
帳
管
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

町
税
な
ど
の
収
納
対
策
に
つ
い
て
は
、
関
係
各

課
が
連
携
し
て
自
主
納
付
の
促
進
を
図
る
と
共

に
、
分
割
納
付
な
ど
納
付
相
談
な
ど
に
よ
り
折
衝

機
会
の
確
保
に
努
め
る
一
方
、
悪
質
滞
納
者
に
対

し
て
は
滞
納
処
分
と
し
て
預
貯
金
の
差
押
え
の
実

施
、
上
川
広
域
滞
納
整
理
機
構
引
継
ぎ
な
ど
に
よ

り
、
町
税
全
体
の
収
入
未
済
額
は
減
少
し
て
い
ま

す
が
、
依
然
と
し
て
そ
の
額
は
多
額
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

町
税
は
、
自
主
財
源
の
根
幹
で
あ
り
、
税
収
確

保
は
も
と
よ
り
公
平
な
税
負
担
を
求
め
る
こ
と
は

極
め
て
重
要
で
す
。
特
に
現
年
度
の
未
納
・
滞
納

に
お
け
る
対
策
を
重
点
に
、
今
後
と
も
自
主
納
税

の
促
進
と
滞
納
の
実
態
に
応
じ
た
適
切
か
つ
効
果

的
な
徴
収
対
策
を
講
じ
、
収
入
未
済
額
の
解
消
と

新
た
な
収
入
未
済
の
発
生
防
止
を
図
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

【
改
善
措
置
（
税
務
課
）】

　

町
税
な
ど
の
収
納
対
策
に
つ
き
ま
し
て
は
、
関

係
各
課
と
連
携
し
、
新
た
な
滞
納
の
発
生
防
止
に

重
点
を
置
き
、
納
期
毎
に
未
納
者
に
対
し
て
督
促

状
の
送
付
や
、
電
話
や
文
書
で
の
催
告
を
行
い
、

自
主
納
付
の
促
進
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
納
期
内
で
の
納
付
が
困
難
な
方
に
対
し

ま
し
て
は
、
納
付
方
法
に
つ
い
て
相
談
を
行
う
と

と
も
に
、
仕
事
の
都
合
な
ど
で
日
中
に
相
談
に
訪

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
に
対
し
て
夜
間
の
納
付

相
談
な
ど
を
行
い
、
折
衝
機
会
の
確
保
に
も
努
め

て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
も
、
な
お
納
付

さ
れ
な
い
町
税
な
ど
に
つ
き
ま
し
て
は
、
納
税
者

な
ど
個
々
の
状
況
を
考
慮
し
た
徴
収
を
行
う
と
と

も
に
、
納
付
相
談
に
応
じ
て
い
た
だ
け
な
い
滞
納

者
に
対
し
て
は
、
給
与
、
預
貯
金
、
自
動
車
な
ど

の
差
押
え
な
ど
の
措
置
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
対
応
が
困
難
な
滞
納
者
に
つ
き
ま
し

て
は
、
上
川
広
域
滞
納
整
理
機
構
に
引
き
継
ぐ
な

ど
徴
収
強
化
に
努
め
て
お
り
ま
す
。
各
種
使
用
料

や
負
担
金
な
ど
に
つ
き
ま
し
て
は
、
利
用
者
負
担

の
公
平
・
公
正
を
保
つ
た
め
、
関
係
課
と
連
携
し
、

訴
訟
も
視
野
に
入
れ
た
徴
収
対
策
に
努
め
て
お
り

ま
す
。

　

今
後
も
、
税
収
確
保
と
適
正
・
公
平
な
税
負
担

や
利
用
者
負
担
を
求
め
、
適
切
か
つ
効
果
的
な
収

納
対
策
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

町
が
支
出
し
た
補
助
金
に
つ
い
て
、
補
助
金
の

交
付
団
体
は
補
助
目
的
事
業
終
了
時
に
は
、
収
支

計
算
書
を
添
付
し
て
実
績
報
告
書
を
提
出
す
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
実
績
報
告
書
を
精
査
し

て
補
助
金
額
の
確
定
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
部
収
支
計
算
書
の
記
載
に
不
備
な
も
の
が
あ
り

ま
し
た
の
で
、
訂
正
を
求
め
る
な
ど
適
切
な
指
導

が
必
要
で
す
。

　

補
助
金
は
一
旦
支
出
さ
れ
る
と
毎
年
支
出
さ
れ

続
け
る
と
い
う
傾
向
を
持
ち
ま
す
。
中
に
は
極
め

て
低
額
な
補
助
金
も
あ
り
、
そ
の
存
在
意
義
を
再

検
討
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
補
助
金
な
ど
の
他
に
行
政
効
果
を
向
上

さ
せ
る
方
法
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
、
検
討
に

値
す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

【
改
善
措
置
（
産
業
振
興
課
）】

　

補
助
金
に
係
る
事
務
の
執
行
に
つ
き
ま
し
て

は
、
東
神
楽
町
補
助
金
等
交
付
規
則
に
基
づ
き
適

正
に
行
う
と
と
も
に
、
補
助
事
業
者
な
ど
か
ら
提

出
の
あ
っ
た
実
績
報
告
書
な
ど
に
不
備
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
訂
正
を
求
め
る
な
ど
適
切
な
指
導
を

行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

補
助
金
の
あ
り
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
補
助
金

の
趣
旨
や
有
効
性
な
ど
に
つ
い
て
、
現
在
策
定
中

の
行
財
政
改
革
方
針
の
中
で
検
討
を
進
め
て
ま
い

り
ま
す
。

　

教
育
推
進
課
が
所
管
す
る
教
職
員
住
宅
に
つ
い

て
は
、
老
朽
化
に
伴
い
下
記
の
と
お
り
入
居
停
止

や
未
入
居
の
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

取
壊
し
済
の
も
の　

５
戸

　

空
き
家
と
な
っ
て
い
る
も
の　

11
戸

　
（
使
用
困
難
、
取
壊
し
予
定
・
要
修
繕
含
む
）

　

教
職
員
住
宅
の
有
効
活
用
の
方
策
や
処
分
な
ど

に
関
す
る
方
針
を
策
定
す
る
な
ど
、
今
後
の
教
職

員
住
宅
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

【
改
善
措
置
（
教
育
推
進
課
）】

　

教
職
員
住
宅
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
、
昭
和
40
年
代
、
50
年
代
に
建
築
さ
れ
た
も

の
で
、
老
朽
化
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
旭
川
市
か
ら
通
勤
し
て
い
る
教
職
員
が

多
い
た
め
、入
居
者
が
な
く
、空
き
家
が
多
く
な
っ

て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

今
後
は
、
一
定
数
の
教
職
員
住
宅
は
必
要
で
あ

る
と
考
え
ま
す
が
、
町
内
に
公
営
住
宅
や
民
間
の

賃
貸
住
宅
も
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
修
繕

を
し
て
活
用
す
る
住
宅
と
、
取
り
壊
す
住
宅
を
精

査
し
、
財
政
状
況
も
勘
案
し
な
が
ら
順
次
整
備
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

【
指
摘
事
項
３
】

町
税
な
ど
の
収
納
対
策
に
つ
い
て

【
指
摘
事
項
４
】

補
助
金
に
係
る
事
務
の
執
行
に
つ
い
て

【
指
摘
事
項
５
】

教
職
員
住
宅
の
あ
り
方
に
つ
い
て
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重
要
な
土
地
利
用
型
作
物
と
し
て
生
産
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
ば
は
、
米
や
小
麦
な
ど
の
穀
類
の
中
で

も
、
特
に
ビ
タ
ミ
ン
#1
や
#2
、
リ
ジ
ン
な
ど

の
必
須
ア
ミ
ノ
酸
や
食
物
繊
維
が
多
く
含
ま

れ
、
栄
養
価
が
高
い
食
べ
物
で
す
。 

　

ま
た
、
毛
細
血
管
を
強
化
し
、
内
出
血
を

防
ぐ
効
果
の
あ
る
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
類
の
ル

チ
ン
が
多
く
含
ま
れ
る
た
め
、
健
康
食
品
と

し
て
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

寒
い
季
節
に
は
温
か
く
し
て
、
暑
い
季
節

に
は
冷
た
く
し
て
、
い
つ
で
も
美
味
し
く
食

べ
ら
れ
る
『
東
神
楽
そ
ば
』
は
、
ホ
ク
レ
ン

シ
ョ
ッ
プ
東
神
楽
店
や
Ｊ
Ａ
東
神
楽
農
業
振

興
課
で
販
売
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
食

べ
て
み
て
く
だ
さ
い
！

今
月
の

種
と
実
セ
レ
ク
ト

　

今
月
の
種
と
実
セ

レ
ク
ト
は
、
Ｊ
Ａ
東
神

楽
の
『
東
神
楽
そ
ば
』

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
『
東
神
楽
そ
ば
』

は
、
殻
の
ま
ま
丁
寧

に
石
臼
で
挽
い
た
そ

ば
粉
と
そ
ば
の
殻
を

剥
い
た
実
を
石
臼
で

挽
い
た
２
種
類
の
そ

ば
粉
を
ブ
レ
ン
ド
し

た
、
無
塩
・
無
添
加
の
５
割
そ
ば
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
コ
シ
が
あ
り
、
つ
る
つ
る
と
の

ど
越
し
が
よ
く
、
そ
ば
本
来
の
も
つ
味
と
香
り

が
楽
し
め
る
と
て
も
美
味
し
い
そ
ば
で
す
。

　

東
神
楽
町
で
は
、
お
よ
そ
25
戸
の
生
産
者

が
、
主
に
キ
タ
ワ
セ
ソ
バ
と
い
う
品
種
の
そ

ば
を
１
４
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
栽
培
し
て
い

ま
す
。
こ
の
面
積
は
お
米
を
除
き
、
小
麦
、

飼
料
作
物
に
次
ぐ
栽
培
面
積
で
、
東
神
楽
の
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ਅࡱӨはඞཁෆՄܽですɻޙࠓとօ༷のごཧղと
ごྗڠをおئいしますɻ

˙͍߹Θͤ
　まちͮくΓਪਐ՝
　（ὸ 83�2113）
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　町ではɺこのたび町内事業所に֤̍ɺ無ঈで
防災ߦ無線戸別受信機をି༩すΔことにいたしま
したɻ設置をر͞れΔ場߹はɺԼه申込ઌまでご
࿈བྷくͩ͞いɻ
˙ରۀࣄॴ
　౦ਆָ町内にあΔ全事業所
˙కΊΓ
　̎月 19 日 
˙ਃࠐઌ
　まちͮくΓਪਐ՝
　（ὸ 83�2113）

　̎月̐日 からɺ防災ߦ無線の放送内༰のメー
ル配信サーϏスを開始しますɻ
　配信内༰はɺ全町放送とおչやΈ放送ですɻ
　配信をر͞れΔ方はɺԼهの23コーυからొ
をおئいしますɻ
　˞֤۠放送は配信͞れまͤんのでɺごҙくͩ͞いɻ

˙͍߹Θͤઌ
　まちͮくΓਪਐ՝（ὸ 83�2113）

ձ館ɾ;Ε͍͋交流館ʹઃஔͯ͋͠Δࢱのํɺ͜Εͬͱ૯߹ମҭ館ɾ૯߹رՃΛ͝ࢀ˞
ਃ͠ࠐΈ༻͔ࢴΒ͓ਃ͠ࠐΈ͍ͩ͘͞ɻ
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ೝ༧のͨΊʹ͔ࠓΒͰ͖Δ͜ͱ
ʙ lհޢのݪҼ̍Ґ zのೝの༧ʹ͚ͯʙ

　ްੜ࿑ಇলが̏に̍ߦう大نௐࠪ（ࠃ民ੜ׆
Ҽをௐࠪしݪがඞཁになったओなޢௐࠪ）でɺհૅج
た݁Ռ（図̍）をΈΔとɺ認知症が̍ҐをΊていま
すɻこれはɺ౦ਆָ町でಉ༷のঢ়گがΈられɺհޢ
の߹いがॏくなΔにつれɺͦのݪҼ࣬ױの̍～̎Ґ
が認知症となっていますɻ

　౦ਆָ町はɺ高齢ԽでΈΔと 25�3ˋとɺಓ内ࢢ町
ଜのなかではԼから͑て̐൪（ฏ 30�1�1 （ࡏݱ
ということでɺࡏݱは『एい町』と言われていますがɺ
֤छਪܭをΈΔとɺこれから高齢ԽがͲんͲんਐΉ
というࢉࢼがでていますɻまたɺ『एい町』と言われて
いΔ町ですがɺհޢอݥの認定を受けていΔਓのׂ
߹（図̎）をΈΔとɺ全ࠃ・全ಓฏۉよΓ高いݱঢ়
にあΓますɻ
　図̎

˙ೝ༧のΧΪΛѲΔのͱʁ
　認知症のݪҼとなΔපؾで࠷ଟいのはアルπϋΠ
マーපでɺ̎ ൪に݂ੑ認知症と言われていますɻ
　かつてはɺこのೋつは別ݸののと͑ߟられていた
のですがɺ高齢者においてはこのೋつのපଶが৭ʑな
ׂ߹でॏなΓあっていΔと言われておΓɺアルπϋΠ
マーපで݂のリスΫɺすなわちಈ຺ߗԽをҾ͖
を『ප（高݂ѹɺපɺංຬなͲ）׳श׆ੜ』こすى

༧防ɺまたはཧすΔことがɺ認知症のਐߦ༧防と
つながΔと͞れていますɻつまΓɺアルπϋΠマーප
といってɺ݂පのଆ໘があΓɺ݂のリスΫをܰ
ΔことがॏཁであΔとい͑ますɻͤ͞ݮ
　ੜ׆श׳පのなかでɺҰ൪トϥϒルが͖ىやすくɺ
と言われていΔのが『ප』でɺ認知ؾなපࠁਂ
症の࠷大のݪҼと言われていますɻපをは͡Ίと
すΔੜ׆श׳පですがɺい͖なΓපؾになΔのではな
くɺଟくは『ੜ׆श׳』のੵΈॏͶによってੜ͡Δප
ですɻؾ
をੵΈॏͶていΔஈ֊でɺૣ׳श׆にいうとɺੜٯ　
Ίにҟৗにؾ付くことがで͖れɺපؾを༧防したΓɺ
ѱԽすΔことを防ぐことがՄなපؾですɻҟৗにؾ
付く方๏のҰつが『健診』ですɻすでにྍ࣏தの方ɺ
පؾをѱԽͤ͞ないたΊのੜ׆のについて知Δ機
会となΓますのでɺපؾのૣݟൃظɺॏ症Խ༧防のた
Ίに定ظతな健診の受診をおקΊしていますɻ
　ここでɺ図̍を࠶ݟฦしてΈΔとɺੜ׆श׳පの
ॏ症ԽによΔの（݂ױ࣬ɺ心࣬ױɺප）が
ೖっておΓɺͦれらを߹ܭすΔと 23�9� でɺ認知症
を্ճΓますɻしかɺ認知症の࠷大のݪҼはප
なのでɺੜ׆श׳පをѱԽͤ͞ないɺॏ症Խͤ͞ない
ことがɺհޢঢ়ଶにならないたΊの大͖なポΠントと
い͑ますɻ
˙ೝ͕͍ͯͬݮΔ国ʁʂ
　高齢ࣾ会にಥೖしていΔ日ຊではɺޙࠓ͞らに
高齢Խは্ঢしɺͦれにい認知症をൃ症すΔ高齢
者૿͑ていくことが༧͞れていますɻしかしɺΠ
Ϊリスでは認知症の༗පを 20 間で̎～ׂ̏ݮগ
ͤ͞たという報告（.BUUIFXT'&FUBM�-BODFU2013）が
あΓますɻͦのཧ༝をΈてΈΔとɺࠃを͛ڍてݮԘର
ったというこߦをࡦපର׳श׆なͲのੜࡦԎରېɺࡦ
とでしたɻੜ׆श׳පのཧのపఈがɺ࣮ࡍに認知症
をݮらすというՌに݁びついたということが示͞れ
ていますɻલड़したੜ׆श׳පの༧防またはཧがɺ
認知症༧防にとってॏཁであΓかつ༗ޮであΔこと
がɺこの報告からಡΈऔΔことがで͖ますɻ
˙ೝʹつ͍ͯの町ຽ࠲ߨΛ։࠵ʂ
　 まͣはɺ認知症についてਖ਼しく知ΔɺཧղすΔこ
とから始Ίまͤんかʁ認知症の༧防やૣظ受診につ
いての町民講座を̎月 23 日に開࠵しますɻৄしく
は̎月号広報 20 ϖージをごཡくͩ͞いɻ

図̍
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　うすぐઅですɻઅはقઅをけΔことの
ҙຯでɺཱय़のલ日になΓますɻྐྵの্では間
なくय़ですɻୠしɺ࣮ݱతにはઅの時ظはҰ
で࠷͞פがݫしいといわれていますɻय़はう
গしઌになΓͦうですͶɻઅはࢢにあΓま
す『ળޫࣉ』でຖ౾ま͖をͤ͞ていた͖ͩますɻ
『َは֎ɺは内』とをग़しながらよΓԕく
౾をま͖अؾをいますɻ౾ま͖は室町時か
らଓいてΔといわれɺޠ࿊߹わͤで『ຐ（まΊ・
౾）』をَのにͿつけΔことでअؾをいいɺ
Ұ間無පଉ災をئいますɻ౾ま͖のޙɺの
ͩけ౾をいたͩいてɺআけをすΔのですがɺ
は৯Δ౾のがଟくなΓɺ全෦৯Δのがۙ࠷
しくなって͖ましたɻݫ

　અの時ظはɺԂܳのੈքではय़に向けた४උ
の時ظになΓますɻࢲのいΔݝではɺઅの
から̏月্த०にかけてɺथ木やՌथのႩ定のࠒ
時ظになΓますɻࠓはฏ෦のઇがগなくɺૣ
い時ظからႩ定࡞業が始Ίられͦうですɻౙقの
のམ༿थは༿を全てམとしɺथܗがྑくかΓま
すɻथܗを্͛ݟてɺ৭んな方向からோΊてɺႩ
定ࢬをۃݟΊますɻதにはౙقにೖってރれ༿
をམと͞ないカγϫなͲのྫ֎あΓますがɺ
こうしたथ木をႩ定すΔと͖はɺރれ༿をで
͖Δͩけམとしてɺಉ͡ようにथܗをしっか
Γと؍してからႩ定にೖΓますɻ
　Ⴉ定はしいとࢥわれがちですがɺやって
ΈΔとҙ֎とָしくで͖Δのですɻथܗの
ݻがऴわったらɺはしごを҆全なҐ置に؍

定してႩ定開始ですɻಉ͡方向にฒん 『ͩฏࢬߦ』
はؾݩな方をして切ΓऔΓますɻॏなΓ߹った
『交ࠩࢬ』やװの方向かって৳びΔ『ࢬٯ』は
切ΓऔΔと෩௨しがྑくなΓපؾを防͗ますɻװ
とฏߦに৳びΔెࢬ（ཱちࢬ）はੜ育がԢ
でथܗをཚしますɻଠくなΔલに切ΓऔΓましΐ
うɻ͗木で૿৩したथ木はɺԼ෦から木༝དྷ
のひこ͑がग़てくΔことがあΓますɻӫཆをऔ
られてしまいますのでૣΊに切ΓऔΓましΐうɻ
られΔ場߹は木がݟがଟࢬからग़Δਧ͖װ
ऑってΔՄੑが高いですɻႩ定よΓࠜ෦に土
վྑࡐなͲをࢪしてڧいࠜを育てΔことをお
ΊしますɻγϥカγやώϊΩɺコχフΝーྨなק
ͲのৗथはౙقにႩ定はߦいまͤんのでҙ
しましΐうɻৗथは͞פからװをकΔたΊに༿
をໜらしてౙをӽ͑ますɻこの時ظにႩ定をߦう
とऑってしまいますɻ
　Ⴉ定で大切なことはɺժਧ͖の෩ܠや༿がໜっ
たと͖෩ܠをࢥいුかながら切ΓऔΔことで
すɻפい時ظの࡞業になΓますのでɺ防פをして
҆全にΏっくΓと࡞業をߦいましΐうɻ

य़のժਧ͖Λ૾͢Δ
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　広報 12 月号で募集しましたɺ『౦ਆָ 10 大χϡース 2018』がܾ定しましたのでお知らͤしますɻ

̍Ґ 北ւಓৼ౦෦

̎Ґ 北ւಓ日ຊϋϜフΝΠターζࢢ町ଜԠԉ大དྷ町ɺひがしかぐら健康くらͿओ࠵೩͑ΔんϐοΫ

̐Ґ かΓんこ΄っかいͲうະདྷ子育て大受

̑Ґ フϥϫーフェスティバルに͑あͣ͞んདྷ町

̒Ґ ՖまつΓにて水かおΓ͞んདྷ町

̓Ґ ౦ਆָ交൪開所ɺ̓月の大Ӎ

̕Ґ ୈ̑ճϋロウィンύーティー開࠵

10 Ґ
の܅の交流事業ɺߍと౦ਆָதֶߍ民தֶࠃख球教室ɺ大Ԃ۾ϥΠΦンζۄ࡛
Ҝ子 500 ɺ౦ਆָ࠵ɺѪ৯まつΓ開࠵ଃఄɺ֤ҬでຍགྷΓ開٭ P3内ֳൃ

　たく͞んのごԠ募ɺあΓがとうご͟いましたʂ
　̍Ґのχϡースをબれた方のதからநબで 10 ໊の方にɺかぐらっ͖～グοζをϓϨθントいたしますɻ
　なおɺબ者はのൃ送をってか͑ͤ͞ていた͖ͩますɻ

平成31	2019
年ɾ̎ 月　͖ͯ͢ͳসإͱՖͷ·ͪ�ͻ͕͔͙͠Β
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中
央
保
育
園
で
は
、
６
カ
月
〜
就
学
前
の

お
子
さ
ん
を
６
ク
ラ
ス
に
わ
け
て
お
預
か
り

し
て
い
ま
す
。
ク
ラ
ス
ご
と
に
成
長
の
過
程

が
よ
く
見
え
、
こ
ど
も
の
成
長
は
、
目
を
見

張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

˖
͔
Β
ͩ
˖

　

１
歳
は
、
一
生
の
う
ち
で
一
番
成
長
す
る

時
期
で
す
。
生
ま
れ
て
か
ら
身
長
は
約
25
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
体
重
は
、
約
６
キ
ロ
グ
ラ

ム
増
え
ま
す
。
大
人
に
な
っ
て
た
っ
た
１
年

で
こ
ん
な
に
身
長
や
体
重
が
増
え
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
く
ら
い
１
歳
の
成
長
は

め
ま
ぐ
る
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
寝
た
き
り
だ
っ
た
も
の
が
、

『
首
』
を
持
ち
上
げ
、『
ハ
イ
ハ
イ
』、『
つ
か

ま
り
立
ち
』、
ひ
と
り
で
歩
け
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
あ
っ
と
い
う
間
の
出
来
事
の
よ
う
で

も
あ
り
、
毎
日
の
積
み
重
ね
の
賜
物
で
も
あ

る
の
で
す
。

˖
ͳ
ͥ
ỏ

ỏ

͘
ͳ
Γ
ỏ
ன

ى
͖
て
׆

ಈ
͢
Δ
ͷ
͔
˖

　

人
の
体
は
、
太
陽
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て

い
ろ
い
ろ
な
ホ
ル
モ
ン
を
出
し
て
い
ま
す
。

そ
の
ホ
ル
モ
ン
で
、
昼
は
活
動
し
、
夜
は
休

む
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
で
す
。

　

さ
て
、
そ
の
ホ
ル
モ
ン
を
上
手
に
出
さ
せ

る
た
め
に
は
、『
生
活
リ
ズ
ム
』
を
作
る
こ
と

が
大
事
に
な
り
ま
す
。

˖
ੜ
׆
Ϧ
ズ
ム
Λ
࡞
ỳ
て
͍
Δ
ͷ

Ͳ
͜
Ͱ

͠
Ỷ
͏
ʁ
˖

　

脳
の
視
床
下
部
と
い
う
と
こ
ろ
が
生
活
リ

ズ
ム
を
作
り
ま
す
。
視
床
下
部
は
、
食
欲
や

睡
眠
と
覚
醒
の
調
節
、
体
温
や
血
圧
の
調
節

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
３
カ
月
ご
ろ
か
ら

働
き
始
め
、
４
歳
ご
ろ
に
ほ
ぼ
完
成
し
ま
す
。

そ
の
後
に
大
脳
が
発
達
し
ま
す
。
大
脳
は
、

高
度
な
脳
で
、
理
性
や
総
合
的
に
考
え
判
断

す
る
と
い
っ
た
、
人
に
し
か
で
き
な
い
こ
と

を
す
る
脳
で
す
。
大
脳
は
、
６
歳
ご
ろ
に
ほ

ぼ
完
成
し
ま
す
。

　

大
脳
が
し
っ
か
り
と
発
達
す
る
に
は
、
脳

が
ほ
ぼ
で
き
あ
が
る
ま
で
の
時
期
に
視
床
下

部
が
ス
ム
ー
ズ
に
働
き
、
情
緒
が
安
定
し
て

い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

˖
ࢹ
চ
Լ
෦
͕
ス
ム
ー
ズ
ʹ
ಇ
͘
ͨ
Ί
ʹ

ʁ
˖

　

太
陽
の
リ
ズ
ム
に
あ
っ
た
生
活
を
作
っ
て

あ
げ
ま
し
ょ
う
。
生
活
リ
ズ
ム
表
を
参
考
に

み
て
く
だ
さ
い
。【
表
１
】

　

生
活
リ
ズ
ム
は
、
ど
ん
な
に
夜
寝
る
の
が

遅
く
て
も
、朝
、起
こ
し
て
作
っ
て
い
き
ま
す
。

朝
６
時
こ
ろ
に
は
、
カ
ー
テ
ン
を
あ
け
、
電

こ
ど
も
の
育
ち
を
支
え
る

気
を
つ
け
て
明
る
い
光
を
浴
び
さ
せ
ま
し
ょ

う
。
朝
に
光
を
浴
び
る
と
、
脳
が
目
覚
め
ま

す
。
朝
の
光
を
浴
び
る
こ
と
で
視
床
下
部
は
、

眠
り
を
誘
い
情
緒
を
安
定
さ
せ
る
ホ
ル
モ
ン

を
15
〜
16
時
間
後
に
出
し
て
く
れ
ま
す
。
着

替
え
や
顔
を
洗
う
な
ど
の
皮
膚
刺
激
、
声
や

音
の
刺
激
も
一
緒
に
与
え
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

　

夜
の
睡
眠
中
に
は
、
成
長
ホ
ル
モ
ン
が
出

て
、
脳
や
体
を
休
め
修
復
し
成
長
さ
せ
ま
す
。

成
長
ホ
ル
モ
ン
は
、
午
後
８
時
く
ら
い
か
ら

出
始
め
、
午
前
１
時
こ
ろ
が
ピ
ー
ク
に
な
り

ま
す
。
午
後
８
時
に
は
、
電
気
を
消
し
て
暗

く
静
か
な
環
境
を
作
り
、
眠
り
に
つ
か
せ
る

こ
と
が
体
（
脳
）
の
成
長
を
支
え
ま
す
。

˖
ૣ
৸
ɾ
ૣ
ى
͖
ɾ
ே
͝

Μ
˖

　

よ
く
聞
く
フ
レ
ー
ズ
で
す
が
、
こ
ん
な
メ

カ
ニ
ズ
ム
が
隠
れ
て
い
ま
し
た
。
数
年
前
に

講
演
に
き
た
、
１
０
０
マ
ス
計
算
法
の
『
蔭

山
先
生
』
も
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。「
学
校

の
先
生
の
教
え
方
に
関
わ
ら
ず
、
早
寝
・
早

起
き
を
す
る
だ
け
で
、
国
語
と
算
数
の
点
数

が
10
点
ず
つ
上
が
り
ま
す
よ
！
お
母
さ
ん
！
」

と
。
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生
活
リ
ズ
ム
は
、
体
や
脳
の
成
長
発
達
の

基
盤
で
す
が
、
子
ど
も
の
力
だ
け
で
は
う
ま

く
作
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
電
気
の
な
い

昔
な
ら
自
然
に
ま
か
せ
て
い
て
も
で
き
ま
し

た
が
、
今
の
時
代
は
相
当
意
識
し
て
環
境
を

整
え
な
い
と
う
ま
く
作
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
６
歳
ま
で
お
預
か
り
す
る
保
育
園
生
活

話
し
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
の
は
…

　
　
　
த
ԝ
อ
育
Ԃ


ޱ
ɹ
༝
ل
子

も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
が
、
お
母

さ
ん
、
お
父
さ
ん
の
助
け
も
必
要
で
す
。
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対象者へ個人通知

健康ふくし課健康推進グループ ☎83-5431

2月
個 日時日 場所場 対象対 内容内 持ち物持 申込申 その他他

お問い合わせ

【■ の行事については】
こども未来課子育て支援センターぱれっと ☎83-3767

【■ の行事については】

これっと・ぱれっとを親子のふれあ
いの場、友達づくりの場として開放
しています。

①これっと
② ぱれっと
①【平日】午前９時30分～11時30分
　【毎週火・木】午後２時～４時
②【平日】午前９時30分～11時30分
　【毎週火・金】午後２時～４時
※事業のある日は中止となります。

場

にこにこサロン

日

※こども未来課子育て支援センターが行う行事については
　『わくわく便り』に詳細を記載していますので、あわせてご覧ください。

※相談終了後10月生まれの誕生会を実施

対 ０歳児～就学前児と保護者

場

わくわく教室
10月17日㈪
午前10時～11時30分

日

ぱれっと

ハロウィンパーティー

10月３日㈪～14日㈮午前中まで
にこども未来課まで

内

申

当日は仮装して来てください。
詳しくはわくわく便りをご覧ください。

他

にこにこサロン★志比内
11月30日㈬午後1時5分～2時10分

志比内地区以外で参加される方は
事前にぱれっとまでご連絡ください。

①２月12日㈫　②２月14日㈭
午前9時30分～11時30分

日

①役場庁舎 １階和室
②ふれあい交流館 ２階和室

場

助産師健康相談

妊婦、０歳児、０歳児の保護者対

内 育児相談、母乳相談

持 母子手帳、タオル（母乳相談希望
の方）

２月６日㈬
12時40分～受付

日

役場庁舎 １階和室場

乳幼児健診

８カ月～10カ月児対

持  母子手帳

個

 計測、問診、小児科診察、保健・
 栄養相談、子育て相談

内
11月7日㈪午前中までにこども未来課

認定こども園花の森の看護師

申

にこにこサロン★志比内
２月13日㈬午後１時5分～２時10分日

０歳～就学前児と保護者対
志比内地区以外で参加される方は
事前にぱれっとまでご連絡ください

志比内小学校場

対 ０歳～就学前児と保護者

雪遊び

１月６日㈮～17日㈫午前中までに
こども未来課

申

内

その他持ち物など、詳しくはわくわ
く便りをご覧ください。

他

すくよちのび広場
１月19日㈭
午前10時～11時30分

日

ぱれっと場

申 志比内地区以外で参加される方
は、事前にぱれっとまでご連絡く
ださい。

にこにこサロン★志比内
日

場

対

内

内

子育てや教育に関する不安・悩み
の相談を受けます。あわせて、親子
のふれあいの場として『わくわく広
場』も開設しています。

２月18日㈪
午前９時30分～11時30分

日

ぱれっと場

子育て教育相談
日

①これっと総合体育館
②ぱれっと

場

これっと・ぱれっと健康相談

全町民対

内 血圧・体脂肪・体重測定、
保健・栄養相談、歯科相談（①のみ）

持 母子手帳、健康手帳

①２月22日㈮　②２月26日㈫
午前９時30分～11時30分

内

わくわく教室
２月１日㈮午前10時～11時　　　　　　　　　　　日

０歳児～就学前児と保護者対
豆まき会

これっと場

１月30日㈬午前中までにこども未来課申

２月15日㈮日

旭川がん検診センター場

子宮・乳がん・骨検診

検診日の１週間前までに健康
ふくし課（☎83-5431）まで

申

送迎バスを運行します他

※詳細は広報12月号
　折り込みチラシをご覧ください。

対 ０歳児と保護者

すくすく広場
２月25日㈪午前９時30分～12時
集合：これっと９時20分
　　  ぱれっと９時30分

日

バス遠足『もりもりパーク』
定員 15組

内

申

着替え、オムツ（必要な方）、
飲み物、（食事はとりません）

持

対 １歳～就学前児と保護者

よちのび広場
２月20日㈬午前10時～11時30分日

内

申
着替え（必要な方）、オムツ持

歯並びについてエツメイデンタ
ルクリニック呉悦明先生にお話
ししていただきます。

場 ぱれっと

リズム遊び『リトミック』
講師：大橋 綾子 さん

１月25日㈮～２月15日㈮午前
中までにこども未来課まで

１月25日㈮～２月20日㈬午前
中までにこども未来課まで
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対象者へ個人通知

健康ふくし課健康推進グループ ☎83-5431

2月
個 日時日 場所場 対象対 内容内 持ち物持 申込申 その他他

お問い合わせ

【■ の行事については】
こども未来課子育て支援センターぱれっと ☎83-3767

【■ の行事については】

これっと・ぱれっとを親子のふれあ
いの場、友達づくりの場として開放
しています。

①これっと
② ぱれっと
①【平日】午前９時30分～11時30分
　【毎週火・木】午後２時～４時
②【平日】午前９時30分～11時30分
　【毎週火・金】午後２時～４時
※事業のある日は中止となります。

場

にこにこサロン

日

※こども未来課子育て支援センターが行う行事については
　『わくわく便り』に詳細を記載していますので、あわせてご覧ください。

※相談終了後10月生まれの誕生会を実施

対 ０歳児～就学前児と保護者

場

わくわく教室
10月17日㈪
午前10時～11時30分

日

ぱれっと

ハロウィンパーティー

10月３日㈪～14日㈮午前中まで
にこども未来課まで

内

申

当日は仮装して来てください。
詳しくはわくわく便りをご覧ください。

他

にこにこサロン★志比内
11月30日㈬午後1時5分～2時10分

志比内地区以外で参加される方は
事前にぱれっとまでご連絡ください。

①２月12日㈫　②２月14日㈭
午前9時30分～11時30分

日

①役場庁舎 １階和室
②ふれあい交流館 ２階和室

場

助産師健康相談

妊婦、０歳児、０歳児の保護者対

内 育児相談、母乳相談

持 母子手帳、タオル（母乳相談希望
の方）

２月６日㈬
12時40分～受付

日

役場庁舎 １階和室場

乳幼児健診

８カ月～10カ月児対

持  母子手帳

個

 計測、問診、小児科診察、保健・
 栄養相談、子育て相談

内
11月7日㈪午前中までにこども未来課

認定こども園花の森の看護師

申

にこにこサロン★志比内
２月13日㈬午後１時5分～２時10分日

０歳～就学前児と保護者対
志比内地区以外で参加される方は
事前にぱれっとまでご連絡ください

志比内小学校場

対 ０歳～就学前児と保護者

雪遊び

１月６日㈮～17日㈫午前中までに
こども未来課

申

内

その他持ち物など、詳しくはわくわ
く便りをご覧ください。

他

すくよちのび広場
１月19日㈭
午前10時～11時30分

日

ぱれっと場

申 志比内地区以外で参加される方
は、事前にぱれっとまでご連絡く
ださい。

にこにこサロン★志比内
日

場

対

内

内

子育てや教育に関する不安・悩み
の相談を受けます。あわせて、親子
のふれあいの場として『わくわく広
場』も開設しています。

２月18日㈪
午前９時30分～11時30分

日

ぱれっと場

子育て教育相談
日

①これっと総合体育館
②ぱれっと

場

これっと・ぱれっと健康相談

全町民対

内 血圧・体脂肪・体重測定、
保健・栄養相談、歯科相談（①のみ）

持 母子手帳、健康手帳

①２月22日㈮　②２月26日㈫
午前９時30分～11時30分

内

わくわく教室
２月１日㈮午前10時～11時　　　　　　　　　　　日

０歳児～就学前児と保護者対
豆まき会

これっと場

１月30日㈬午前中までにこども未来課申

２月15日㈮日

旭川がん検診センター場

子宮・乳がん・骨検診

検診日の１週間前までに健康
ふくし課（☎83-5431）まで

申

送迎バスを運行します他

※詳細は広報12月号
　折り込みチラシをご覧ください。

対 ０歳児と保護者

すくすく広場
２月25日㈪午前９時30分～12時
集合：これっと９時20分
　　  ぱれっと９時30分

日

バス遠足『もりもりパーク』
定員 15組

内

申

着替え、オムツ（必要な方）、
飲み物、（食事はとりません）

持

対 １歳～就学前児と保護者

よちのび広場
２月20日㈬午前10時～11時30分日

内

申
着替え（必要な方）、オムツ持

歯並びについてエツメイデンタ
ルクリニック呉悦明先生にお話
ししていただきます。

場 ぱれっと

リズム遊び『リトミック』
講師：大橋 綾子 さん

１月25日㈮～２月15日㈮午前
中までにこども未来課まで

１月25日㈮～２月20日㈬午前
中までにこども未来課まで
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　キムマガを連載してからもうすぐ１年が経とうと
しています。これだけ書いていると、町民の方々か
ら「副町長いいこと言うわ！私、応援する！」「副町
長のやろうとしていることに共感するよ！」「私の言
いたいことを代弁してくれた！」という声をうかが
う機会が多くなってきました。そのこと自体はとても
うれしいことです。ですが、一方で違和感も覚えます。
違和感の原因を突き詰めて考えてみると、『応援』『共
感』『代弁』といったワードがどうも引っかかると思
い至りました。どことなく『あなた方がまちづくり
の主役』で、『私たちはサポーターか批評家』という
関係のような言い方が気になったのだと思います。
　まちづくりの主役は誰でしょうか？内閣府から来
た副町長でしょうか？答えは『NO』です。町を変え
るのはヨソモノだとよく言われますが、ヨソモノが
主役であってはいけないと思います。ヨソモノとい
うのはあくまでスパイスの一種にすぎず、メインを
張るのは、いつだって（役場職員を含めた）この町
に住む皆さまだと思います。
　どこの町とは言いませんが、とある町に住む方に
話を聞く機会がありました。その方は「うちの町は、
ほんっと役場が何もしないんだわー。税金払ってい
るのに怠慢よ。」と言っていました。別の機会にそ
の町の役場職員に話を聞く機会がありました。その
職員は「うちの町は、町民が動かないんですよ。な
んでもかんでも全部行政にまかせきりなんです。お
カネにもマンパワーにも限界があるというのに。」と
言っていました。
　私はここに地方の闇が存在するなと思いました。町
民は『町役場がまちづくりの主役で、自分たちはそ
の役場の取組に対して評価を下す役割』だと思って
いる。一方で、町役場職員は『自分たちにできるこ
とには限られている』と思っている。お金がないこ
とを言い訳に『できない』『難しい』という言葉を連
発する。お金がないなら工夫すればいいのにそれを
しない。町民も役場も自分がまちづくりの真の主役
にはなりえないと思う結果、ポテンヒットというべ

き誰にも手の付けられない分野が出てきてしまう、、、
ということではないかと。
　例えば、道の駅。東神楽町には道の駅がありません。
町民は「町は道の駅を作るべきだ」と言い、役場は
「お金がないのでできません」と言うやり取りをよく
聞きます。しかし、それは双方の言い分に違和感が
あります。役場の言い分に対しては、お金がないな
らどう工夫するかを考えるべきである以上、『お金が
ない』は道の駅を作らない理由にはならないのだと
思います。仮にできないとしても、工夫できないか
どのように考えたのか、工夫してもなおできない理
由を述べないといけないと思います。一方で、町民
の言い分に対しても、道の駅は町役場が作るものだ
という決め付けはおかしいと思います。民間や町民
有志が道の駅らしき施設を作ったって良いはずです。
そもそも道の駅は、収益が黒字になる見込みならば、
民間がこぞって道の駅らしき施設を作ることでしょ
う。そんな中、行政主導で道の駅を作るということは、
ややもすると採算の見込めない施設を作ることにな
りかねません。事実、全国の道の駅の多くは赤字に
なっており、自治体からの補助金なくして経営でき
ていません。
　町民は町が全部やってくれると思うべきではあり
ませんし、役場も役場でお金がない中、いかに工夫
するかを考えていかねばならないのだと思います。
　東神楽町には強い愛着と、熱い思いを持ち、実行力
のある町民が何人もいることを知っています。しかしな
がら、町民の何人が、「東神楽にふるさと納税してね」
と言ってくれたでしょうか？どれだけの人が「うちの町は
とてもいい町だから遊びに来てね」と言ってくれている
のでしょうか？「うちの町はなにもない町なんだわー」と
ネガティブに言ってしまっていることはないでしょうか？
地元の人がそれでは東神楽のまちづくりやファンづくり
は進むわけがありません。町民・官・民が一体となって、
町内外から愛されるまちにしていく姿勢を持つことが東
神楽町をはじめすべての町に求められていることだと思
います。

·ͪͮ͘Γͷओ୭ͳͷ͔ʁ
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毎
日
の
生
活
の
中
の
ち
ょ
っ
と
し

た
困
り
ご
と
や
悩
み
ご
と
に
つ
い

て
、
心
配
ご
と
相
談
員
が
お
話
し
を

伺
い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、
相
談

の
内
容
は
個
人
の
秘
密
と
し
て
固
く

守
ら
れ
ま
す
。
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２
月
14
日
㈭

午
後
１
時
〜
４
時

˙
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役
場
庁
舎
１
階 

 

健
康
相
談
室

　　

森
林
は
40
年
か
ら
50
年
の
年
月
を

か
け
て
育
て
る
た
め
、
適
切
な
時
期

に
管
理
を
す
る
こ
と
が
大
変
重
要
で

す
。
森
林
の
管
理
は
、
主
に
次
の
と

お
り
で
す
。
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植
栽
し
た
苗
木
は
背
の

高
さ
が
周
辺
の
草
よ
り
高
く
な
る

ま
で
、
夏
場
の
下
草
刈
り
が
欠
か

せ
ま
せ
ん
。
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植
え
た
苗
木
の
成
長
に

応
じ
て
立
木
本
数
を
間
引
き
す
る

も
の
で
、
日
当
た
り
や
風
通
し
が

よ
く
な
り
木
が
早
く
太
り
ま
す
。

˙
২
　ྛ

山
の
木
を
伐
採
し
た
ま
ま

放
置
す
る
と
、
土
砂
が
流
失
し
た

り
、
山
崩
れ
が
発
生
す
る
可
能
性

が
高
ま
り
ま
す
。
次
代
に
引
き
継

ぐ
森
林
を
つ
く
る
た
め
に
も
、
伐

採
後
の
植
林
を
行
う
こ
と
が
大
切

で
す
。

　

こ
れ
ら
森
林
整
備
の
予
定
が
あ
り

ま
し
た
ら
、東
神
楽
町
森
林
組
合
ま
た

は
産
業
振
興
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

相
続
、
お
よ
び
法
人
の
合
併
や
分

割
、
時
効
取
得
な
ど
に
よ
り
農
地
を

取
得
し
た
と
き
は
、
農
業
委
員
会
へ

届
出
が
必
要
で
す
。

　

届
出
の
期
限
は
、
被
相
続
人
が
死

亡
し
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
、
お
お
む
ね
10
か
月
以
内
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
相
続
さ
れ
た
方
が
農
地
を

耕
作
で
き
な
い
場
合
は
、
地
区
担
当

農
業
委
員
、
ま
た
は
農
業
委
員
会
事

務
局
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

˙
ϔ
ル
ϓ
マ
ー
Ϋ
ͱ


　

義
足
や
人
工
関
節
を
使
用
し
て
い

る
方
、内
部
障
が
い
や
難
病
の
方
、知

的
障
が
い
・
精
神
障
が
い
・
発
達
障

が
い
な
ど
、外
見
か
ら
分
か
ら
な
く
て

˙ฏ ��ྛඋɾ͖の͜のѺટʹつ͍ͯ
　ฏ 31 に২林間െɺ林ධՁなͲのܭըが
あΔ方やɺγΠタέɺφメコなͲのछۨەのお申し
込ΈはҎԼの௨Γ౦ਆָ町林߹までお申し込Έ
くͩ ͞いɻ
˞͖のこྨの申し込ΈにݶΓ締切
　ฏ 31 ̎月20日 

ଳ　090�9�56�3658ܞ　ਗ਼Տ　ہࣄ˙

˙͍߹Θ ɾͤਃࠐΈɹ東神楽町ྛ߹ʢὸɾFAX 83-2234ʣ

【༗ྉࠂ】

お
気
軽
に
ど
う
ぞ��

心
配
ご
と
相
談

社
会
福
祉
協
議
会
☎
83
―
５
４
２
４

農
地
を
相
続
し
た
時
は

届
け
出
が
必
要
で
す

農
業
委
員
会
事
務
局
☎
83
―
５
４
４
０

森
林
所
有
者
の
方
々
へ

東
神
楽
町
森
林
組
合
☎
83
―
２
２
３
４

産
業
振
興
課　
　
　

☎
83
―
２
１
１
４

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
を

配
布
し
て
い
ま
す

健
康
ふ
く
し
課
ふ
く
し
Ｇ
☎
83
―
５
４
３
０

　̐月 21 日 ࣥߦ༧定の౦ਆָ町ٞ会ٞ員બڍに
おけΔཱީิ༧定者આ໌会をɺ࣍のとおΓ開࠵し
ますɻ日はɺཱީิಧग़にඞཁな書ྨの配や
खଓ͖およびɺબڍӡಈなͲにΔઆ໌をߦいます
のでɺཱީิを༧定͞れていΔ方およびؔ者の方
（ཱީิ者ؚΊ໊̏まで）はごग़੮くͩ͞いɻ

■࣌
　ฏ 31 ̏月̍日 　̍ޙޕ時 30 ～
■ॴ
　౦ਆָ町役場̎֊　ݚम室̎

˙͍߹Θͤɹ૯՝ʢὸ�������ʣ

�

平成31	2019
年ɾ̎ 月　͖ͯ͢ͳসإͱՖͷ·ͪ�ͻ͕͔͙͠Β



タ
ウ
ン
ニ
ュ
ー
ス

健
康
食
育

花
育

ス
マ
イ
ル
キ
ッ
ズ

子
育
て
コ
ラ
ム

子
育
て
案
内
板

キ
ム
マ
ガ

情
報
案
内
板

Pick up
　૯߹ମ育館内の会ٞ室および談室のվम事を
̎月Լ०Ҏ߱に༧定していますのでɺ事ظ間தは
の෦をごར༻くͩ͞いɻ࣍
　なおɺ館内にあΔ٤Ԏ室事によΓఫڈとな
Γɺ館内では٤Ԏがで͖なくなΓますのでɺごཧղ
とごྗڠをおئいしますɻ

・Ҭੈ交流ηンターこれっと̎֊　࡞室
ྉ　̍時間༺） 600 ԁɺݮ໔ޙྉ金　̍時間
300 ԁ）
・૯߹ମ育館̍֊ϓϨΠルーϜ
（ି切༻Ҏ֎はɺ無ྉ開放しますɻ）

˙͍߹Θͤɹ Ͳ͜ະདྷ՝ʢὸ�������ʣ

も
援
助
や
配
慮
を
必
要
と
し
て
い
る

方
々
が
、周
囲
の
方
に
配
慮
を
必
要
と

し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
こ
と
で

援
助
を
得
や
す
く
す
る
も
の
で
す
。

˙

ル
ϓ
Χ
ー
υ
ͱ


　

障
が
い
が
あ
る
人
な
ど
の
中
に

は
、
自
分
か
ら
「
困
っ
た
」
と
な
か

な
か
伝
え
ら
れ
な
い
人
が
い
ま
す
。

災
害
時
や
緊
急
時
な
ど
、
障
が
い
の

あ
る
方
な
ど
が
困
っ
た
と
き
に
周
囲

の
方
か
ら
手
助
け
を
求
め
る
た
め
の

も
の
で
す
。

˙



ॴ

ɹ
健
康
ふ
く
し
課
３
番
窓
口

˙


ํ
๏
ͳ
Ͳ

　

配
布
申
出
書
の
記
入
を
お
願
い
し

ま
す
。(

各
種
障
害
者
手
帳
の
提
示

や
印
鑑
な
ど
は
不
要)

※
ふ
れ
あ
い
交
流
館
で
受
け
取
り
を

希
望
さ
れ
る
場
合
は
事
前
に
健
康

ふ
く
し
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
ご
家
族
や
代
理
人
に
よ
る
受
け
取

り
も
可
能
で
す
。

　

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
身
に
つ
け
た
方

を
み
か
け
た
場
合
は
、電
車
・
バ
ス
内

で
席
を
譲
る
、困
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
れ
ば
声
を
か
け
る
な
ど
、思
い
や

り
の
あ
る
行
動
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

北
海
道
で
は
、
母
子
家
庭
な
ど
の

経
済
的
自
立
を
助
け
、
扶
養
し
て
い

る
児
童
（
子
）
の
福
祉
の
増
進
を
目

的
に
、母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
の

貸
し
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

˙
ି

ࢿ
ۚ
ͷ
छ
ྨ

事
業
開
始
資
金
・
事
業
継
続
資
金
・

修
学
資
金
・
技
能
習
得
資
金
・
就

職
支
度
資
金
・
修
業
資
金
・
医
療

介
護
資
金
・
生
活
資
金
・
住
宅
資

金
・
転
宅
資
金
・
就
学
支
度
資
金
・

結
婚
資
金

˙
ି

ର

ɾ
ݶ

ֹ
ɾ
ظ
ؒ
ͳ
Ͳ

貸
付
資
金
の
種
類
に
よ
り
異
な
り

ま
す
の
で
、
資
金
を
必
要
と
す
る

時
期
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
早
め

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
な

お
、
修
学
資
金
の
借
り
入
れ
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
３
月
１
日
㈮
ま

で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

北
方
四
島
の
早
期
返
還
の
実
現
は
、

道
民
は
も
と
よ
り
国
民
の
長
年
に
わ

た
る
悲
願
で
す
。
北
方
領
土
返
還
要

求
運
動
が
始
ま
っ
て
か
ら
60
年
以
上

が
経
過
し
て
い
ま
す
が
、
領
土
返
還

へ
の
具
体
的
な
道
筋
は
今
な
お
見
え

な
い
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

北
方
領
土
問
題
の
１
日
も
早
い
解

決
を
期
待
し
て
い
る
北
海
道
と
し
て

は
、
道
民
世
論
の
結
集
を
図
る
た
め
、

２
月
７
日
の
『
北
方
領
土
の
日
』
を
中

心
に
、啓
発
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
北
方
領
土
返
還
運
動
へ
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

東
聖
ひ
じ
り
野
地
区
地
域
世
代
交

流
セ
ン
タ
ー
ぱ
れ
っ
と
の
増
築
工
事
の

た
め
、
２
月
下
旬
頃
ま
で
に
東
聖
小
規

模
保
育
園
の
保
育
室
を
、
同
建
物
内
の

子
育
て
支
援
室
へ
移
動
し
ま
す
。ま
た
、

通
園
児
の
保
護
者
様
に
は
別
途
文
書
な

ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、
前
述
の
移
動
に
伴
い
、
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
で
開
催
す
る
子

育
て
サ
ロ
ン
な
ど
の
会
場
は
、『
わ

く
わ
く
便
り
』
で
詳
細
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

北
方
領
土
の
返
還
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
せ
ん
か

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
☎
83
―
２
１
１
３

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
の
申
請

健
康
ふ
く
し
課
ふ
く
し
Ｇ
☎
83
―
５
４
３
０

東
聖
小
規
模
保
育
園
の
保
育
室
を

移
動
し
ま
す

東
聖
小
規
模
保
育
園
☎
83
―
３
３
２
３

　家庭教育支援事業の一環として、『ֶϏリのΪϟル
が̍でภࠩを 40 ্͛てܚጯ大ֶにݱ役߹֨した
』のஶ者・௶ా信وのӈとして׆༂͞れていΔɺ
தਖ਼थࢯをおট͖してɺ家庭教育講演会を開࠵しま
すɻଟくの方のごࢀՃをおちしていますɻ

˙日 લ10時～（9時30開場）ޕ　月16日̎　࣌
˙ ॴ　౦ਆָ町૯߹ࢱ会館
ࢀ˙ Ճ අ　無ྉ
ߨ˙ （क़ දా௶）ࢯ த ਖ਼थ　ࢣ
˙ԋ 　子ͲのఈྗをҾ͖ग़す̑つの方๏
˙ਃ͠ࠐΈ　̎月̔日 までにɺҬのͮؾݩくΓ՝

までおిでお申し込Έくͩ͞いɻ
˙ͦ の ଞ　ୗ児あΓますのでɺごرの方は事લ

にお申し込Έくͩ͞いɻ

˙͍߹ΘͤɹҬのͮؾݩ Γ͘՝ʢὸ�������ʣ

͖ͯ͢ͳসإͱՖͷ·ͪ�ͻ͕͔͙͠Β　平成31	2019
年ɾ̎ 月



タ
ウ
ン
ニ
ュ
ー
ス

健
康
食
育

花
育

ス
マ
イ
ル
キ
ッ
ズ

子
育
て
コ
ラ
ム

子
育
て
案
内
板

キ
ム
マ
ガ

情
報
案
内
板

Pick up

　　　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
『
口

座
振
替
』
を
ご
利
用
い
た
だ
く
と
、

納
付
の
た
び
に
金
融
機
関
な
ど
に
行

く
手
間
が
省
け
る
ば
か
り
か
、
納
め

忘
れ
か
ら
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な

る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
と
て

も
便
利
で
確
実
で
す
。

　

ま
た
、
４
月
分
か
ら
翌
年
３
月
分

ま
で
、
一
定
期
間
の
保
険
料
を
ま
と

め
て
前
払
い
（
前
納
）
す
る
と
、
保

険
料
が
割
り
引
き
に
な
り
ま
す
。

　

口
座
振
替
で
の
前
納
に
は
、
６
か

月
分
（
４
月
分
か
ら
９
月
分
、
10
月

分
か
ら
翌
年
３
月
分
）、１
年
分
（
４

月
分
か
ら
翌
年
３
月
分
）、２
年
分

（
４
月
分
か
ら
翌
々
年
３
月
分
）
の

３
つ
の
振
替
方
法
が
あ
り
、期
間
が

長
い
ほ
ど
割
引
額
は
増
加
し
ま
す
。

　

４
月
分
か
ら
の
口
座
振
替
に
よ
る

前
納
を
ご
希
望
の
場
合
は
、
２
月
末

ま
で
に
金
融
機
関
の
窓
口
ま
た
は
年

金
事
務
所
で
の
お
申
し
込
み
手
続
き

が
必
要
で
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
で
も
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
平
成
29
年
４
月
か
ら
は
、

新
た
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
に

よ
る
２
年
前
納
が
可
能
と
な
り
、
ま

す
ま
す
便
利
な
納
付
方
法
に
な
り
ま

し
た
。

　

た
だ
し
、
有
効
期
限
を
迎
え
る
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
場
合
、
更
新
時

に
改
め
て
手
続
き
が
必
要
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
を

ご
希
望
の
方
、
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
の
有
効
期
限
を
迎
え
る
方

は
、
旭
川
年
金
事
務
所
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

ừ
ࣗ
Ӵ

ީ
ิ
ੜ
Ử

˙
ࢿ
　֨

日
本
国
籍
を
有
す
る
18
歳

以
上
33
歳
未
満
の
男
女
（
採
用
予
定

月
の
１
日
現
在
）

˙
ड

ظ
　ؒ

年
間
を
通
し
て
受
付

˙
ࢼ
ݧ
　

３
月
３
日
㈰
・
４
日
㈪

の
い
ず
れ
か
１
日

˙
ࢼ
ݧ
ձ
　

自
衛
隊
旭
川
地
方
協

　

力
本
部
（
旭
川
春
光
町
）

ừ
ࣗ
Ӵ
ୂ
װ
෦
ީ
ิ
ੜ
ớ
Ұ
ൠ
Ờ
େ

ଔ
ఔ

ࢼ
ݧ
Ử

˙
ࢿ
　֨

日
本
国
籍
を
有
す
る
22
歳

以
上
26
歳
未
満
の
男
女(

平
成
32
年

４
月
１
日
現
在
）（
20
歳
以
上
22
歳

未
満
の
者
は
大
卒
（
見
込
み
含
む
））

˙
ड

ظ
　ؒ

３
月
１
日
㈮
〜
５
月

１
日
㈬

˙
ࢼ
ݧ
　

一
次
試
験　

５
月
11
日

㈯
・
12
日
㈰

（
12
日
は
飛
行
要
員
の
み
）

˙
ࢼ
ݧ
ձ
　

陸
上
自
衛
隊
旭
川
駐

屯
地
（
旭
川
市
春
光
町
）

　

高
齢
者
事
業
団
で
は
、経
験
や
能
力

を
生
か
し
て
健
康
で
仕
事
に
生
き
が

い
を
求
め
て
い
る
、お
お
む
ね
60
歳
以

上
の
町
内
在
住
の
方
を
対
象
に
平
成

31
年
度
の
新
会
員
を
募
集
し
ま
す
。

■
作
業
内
容

・
公
園
な
ど
の
草
刈
り
、
清
掃

・
公
共
花
だ
ん
の
植
栽
、
除
草

・
各
公
共
施
設
の
管
理
、
清
掃

・
環
境
整
備
の
ほ
か
一
般
作
業
な
ど

■
申
し
込
み　

２
月
13
日
㈬
ま
で
に

東
神
楽
義
経
公
園
内
の
高
齢
者
事
業

団
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
を

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も

旭
川
年
金
事
務
所
☎
27
―
１
６
１
１

（
音
声
案
内 

２ 

↓ 

２
）

自
衛
官
候
補
生
な
ど
を
募
集
し
ま
す

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部
南
地
区
隊

☎
54
―
５
６
１
７

ื
ɹ
ɹ
ɹ
ू

˙͍߹Θͤɹ݈߁;͘͠ ՝հޢ༧άϧʔプʢὸ�������ʣ

　Ҭで͑ࢧあい҆心してらͤΔまちをΊ͟しɺ
認知症についてਖ਼しくֶびɺ認知症のਓや家をԹ
かくݟकΔことがで͖Δようɺ౦ਆָ町とΤーβΠ
によΓ開かれΔ講座ですɻ࠵ڞ会ࣾのࣜג

˙日࣌
̎月 23 日　̎ޙޕ時～̐時
˙ॴ
ふれあい交流館　ୈ̍アリーφ
˙ର
認知症についてのཧղやࢧԉにؔ心のあΔ町民の方

˙内༰
ҩྍηンターױ೦පӃ認知症࣬هௐ講演　相ج・
　　　　　　ηンター　தᑍ  ࢯ
・࣮ફ報告　グルーϓϗーϜひ͡Γ
ࢯ 設　ሣഅ ࢪ　　　　　　
　　　　　　౦Ѵੜ会ډհࢧޢԉ事業所
　　　　　　ཧ者　ాݪ 健ೋ ࢯ
（座：౦ਆָ町ࠃอ診ྍ所  相അ ޫࢯ ）
˙ఆɹһ
150 （Ճඅ無ྉࢀ）໊
˙ਃࠐΈ
̎月 20 日 までに健康ふくし՝հޢ༧防グルーϓ
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　ฏ日の開ி時間内にདྷிで͖ない場߹はɺ事લにॅ民ථやূ໌書なͲの交付をిで༧しɺ土・日・ॕ
日またはɺ夜間に役場で受けऔΔことがで͖ますɻなおɺ受けऔΓはごຊਓɺまたは༧時にࢦ定したಉҰ
ੈଳの方にݶΓますのでɺ༧時に受けऔΓにདྷられΔ方をお申しग़くͩ͞いɻ
日や夜間はɺ༧受付をすΔことはで͖まͤんɻٳ˞

˙༧Մͳূ໌ॻͳͲ
ᶃॅຽථͷࣸ͠ʢ͘Β͠ͷ૭ޱ՝ށ�੶άϧʔϓɿὸ ��ʵ ����ʣ
　ॅ民ථのࣸし
　˞戸੶౽ঞຊɺҹؑূ໌書は交付で͖まͤんɻ

ᶄॴಘɺݸਓॅຽ੫ֹʹΔূ໌ॻʢ੫՝՝੫άϧʔϓɿὸ ��ʵ ����ʣ
　所ಘূ໌ɺ児ಐखূ໌ɺ՝੫ূ໌ɺೲ੫ূ໌（ܰࣗಈं੫ೲ੫ূ໌書をؚΈɺ๏ਓ町民੫はআく）

ᶅݻఆʹ࢈ࢿΔূ໌ॻʢ੫՝՝੫άϧʔϓɿὸ ��ʵ ����ʣ
　ධՁূ໌ɺධՁ௨知書ɺެ՝ূ໌ɺࢿ産ূ໌ɺ所༗ূ໌

ᶆඃอূऀݥɺडূऀڅͳͲͷަ࠶ʢ݈߁;͘͠՝�;͘͠άϧʔϓɿὸ ��ʵ ����ʣ
ֹద༻認定ূɺॏ・ひとΓ・子Ͳҩྍݶ者ূɺݥ高齢者ҩྍඃอظޙ者ূɺݥඃอݥ民健康อࠃ　
අ受څ者ূの࠶交付（৽ن交付はで͖まͤん）

˙ి༧ؒ࣌
　月༵日から金༵日まで（ॕ日ɺ始をআく）のޕલ̔時 30 から̑ޙޕ時 15 まで

˙ड͚औΓ
・༧͞れたূ໌書なͲはɺ土༵日ɺ日༵日ɺॕ日のޕલ̔時 30 から̕ޙޕ時までɺまたは月༵日から
金༵日（ॕ日ɺ始をআく）の̑ޙޕ時 30 から̕ޙޕ時までの間に役場कӴ室（役場ೆଆೖޱ）
で交付しますɻ

・交付のと͖にはɺٻ書または申書のࡌهがඞཁですɻ（ඃอݥ者 （ূ̍）ɺݶֹద༻認定 （ূ̍）ɺ
受څ者ূの࠶交付の場߹はɺҹؑをࢀ࣋してくͩ͞い）ɻ

・खྉはおつΓがないようにࢀ࣋してくͩ͞いɻ
・༧͞れたདྷி者のຊਓ確認のたΊɺマΠφンバーカーυ（ࣸਅ付͖）ɺӡస໔ূڐɺ健康อূݥなͲの
ఏ示をٻΊますのでɺごྗڠをおئいしますɻ

・ܰࣗಈं੫ೲ੫ূ໌書の交付のࡍにはɺं検ূがඞཁとなΓますのでࢀ࣋してくͩ͞いɻ

（̍）マΠφンバーを確認で͖Δのをࢀ࣋してくͩ͞いɻ
　　　（マΠφンバーカーυɺ௨知カーυɺマΠφンバーが͞ࡌهれたॅ民ථ）

˙͍߹Θͤɹᶃ Β͘͠ の૭ޱ՝ʢὸ�������ʣ��ᶄᶅ੫՝ʢὸ�������ʣ�ᶆ݈߁;͘͠ ՝ʢὸ�������ʣ
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˙͍߹Θͤɹ݈߁;͘͠ ՝݈߁ਪਐάϧʔプʢὸ�������ʣ

　まない受ಈ٤Ԏの防ࢭを図ΔたΊɺฏ 30 
̓月 25 日に『健康૿ਐ๏のҰ෦をվਖ਼すΔ๏』
がެ͞れましたɻଟくの方がར༻すΔࢪ設なͲの
۠にԠ͡ɺҰ定の場所をআ͖٤ԎをࢭېすΔとと
にɺࢪ設なͲのཧ者が講͖ͣા置について定
Ίられていますɻ

ʲجຊతな͑ߟ方ʳ
̍ɽ『まない受ಈ٤Ԏ』をなくす
̎ɽ受ಈ٤ԎによΔ健康Өڹが大͖い子Ͳɺױ
者なͲにಛに配ྀすΔ

̏ɽࢪ設のྨܕ・場所ごとにରࡦを࣮ࢪすΔ

ʲࢪ設の۠ʳ
̍ɽֶߍ・පӃ・児ಐࢪࢱ設・ߦ機ؔ・ཱྀ٬
ӡ送事業ࣗಈं・ۭߤ機ʜෑ内ېԎ

˞受ಈ٤Ԏを防ࢭすΔたΊにඞཁなા置が講͡
られた『ಛ定֎٤Ԏ場所』での٤ԎはՄɻ

̎ɽଟくの方がར༻すΔͦのଞのࢪ設・ཱྀ٬ӡ
送事業ધഫ・మಓʜ内ېԎ（٤Ԏઐ༻室
はՄ）
˞ରࢪ設のҰྫʜҿ৯ళ・ϗテル（٬室は
আ֎）・事業所（職場）

ʲظߦࢪ日ʳ
　2020 ̐月̍日（ࢪ設۠の̍についてはɺެ
̍ޙ̒カ月Ҏ内で別にྩで定ΊΔ日にߦࢪ
͞れますɻ）
���はɺްੜ࿑ಇলϗーϜϖージ（IUUQTࡉৄ˞
XXX�NIMX�HP � KQ�T U G � TF J TBLVO J U TV J UF�
CVOZB�0000189195�IUNM）でご確認くͩ͞いɻ

　受ಈ٤Ԏରࡦのօ͞まのごཧղとごྗڠをよ
ろしくおئいしますɻʮٵわないਓにはٵわͤな
いʯまちをࢦしましΐうʂ

˙͍Ӌࠜڞಉืۚ
ࡢ　 10月̍日から展開した『いӋࠜڞಉ募金』
にはɺଟくのօ͞んのࢀՃとごྗڠをいた͖ͩましたɻ
ॅ民のօ͞んɺ֤ا業をは͡Ίɺӡಈਪਐにごྗڠい
たͩいたঁੑϘϥンティアɺあΏΈの会ɺ小தֶߍ児
ಐੜెのօ͞んにްくおྱ申し্͛ますɻͤدられた
募金は全ֹɺ民間のࣾ会ࢱ事業なͲಓ内のࢪࢱ設
の設උɺ֤छ׆ࢱಈやӡಈਪਐのたΊに役ཱてられ
ますɻまた౦ਆָ町ࣾ会ٞڠࢱ会の助金はɺ
Ҭ׆ࢱಈやϘϥンティア׆ಈࢿ金なͲにॆてられま
すɻ

　

　

　

　

　

（ฏ 31 ̍月 10 日ࡏݱ）

ॿ͚߹͍ٛԉۚࡀ˙
ࡢ　 12月̍日から࣮ࢪした『ࡀたすけあいӡಈ』
ではɺ全町のօ͞んのごࢧԉによΓɺଟくのٛԉ金
がͤدられましたɻ
　ごྗڠいた͖ͩました町民のօ͞んやؔ団ମの
方ʑにްくおྱ申し্͛ますɻ
られたٛԉ金はɺ12月ͤد　 26日開࠵の৹ࠪҕ員
会によΓ助をܾ定しɺ町民ͦろって໌Δいおਖ਼月を
ܴ͑ΔたΊɺࢧԉをඞཁとすΔੈଳにରしɺಧ
けられましたɻなおɺ助内༁についてはɺ事業ऴ
にお知らͤしますɻޙྃ
　օ͞んのԹかいごྗڠあΓがとうご͟いましたɻ

　

　

（ฏ 30  12 月 31 日ࡏݱ）

˙͍߹Θͤɹࣾձٞڠࢱձʢὸ�������ʣ
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˙͍߹ΘͤɹҭබηϯλʔɹՖのӺʢὸ83-3356ʣ

⿅ҭබηϯλʔʰՖͷӺʱ̎月ͷӦۀ日

⿅Ӧؒ࣌ۀ
લޕ 10 ͷ߹͕͋りま͢ʣߋళͳͲมٳʢ࣌̐ޙޕʙ࣌
東神楽町南̎条東̎丁目ʢதԝอҭԂཪʣ

　『Ֆのまち』にय़が͖ۙͮɺͦろͦろՖのछをまこうかという方いらっしΌΔのではないでしΐう
かʁछをまいてժがग़ないɺੜ͑ଗわないなͲのଟくͤدられますɻ　ͦこでࠓճは育බηンター
ൿのνϣοトしたコπをごհしますɻ
　Ֆによって高いԹをΉのやいԹをΉのɺまたൃժに໌Δい݅がඞཁなのɺ҉くない
とൃժしないのなͲがあΓますɻछのାにはൃժにඞཁなԹやֻけ土なͲの報が書かれていΔの
でよくಡΈましΐうɻૣい時ظのछま͖はɺஆかく日たΓのྑい૭ลなͲの場所に置͖たくなΓます
がɺౙ場とはいࣹ͑日ޫにたΔと土のද໘は高ԹになってしまいますɻͦのҰ方で水はԹまΓにくくɺ
దなԹをอつことがしいঢ়ଶになΓますɻࣹ日ޫをආけɺ水はあらか͡ΊదԹまでԹΊたの࠷
をうとൃժはぐんと্がΔことɻまたֻけ土にはɺछのอ࣪やޫをःΔతあΔたΊɺඞཁな
のにはछが͑ݟなくなΔようにֻけΔようにしましΐうɻࣗのまいたՖのछで『Ֆのまち　౦ਆָ』
をՖҰഋにしまͤんかʁࠓはՖのछま͖にͥひઓしてΈてくͩ͞いɻ

　̎月の༧定はʜ
⿅ϋʔόϦϜΛ࡞Ζ͏
⿅υラΠϑラϫʔͰख࡞ΓΞϨϯδϝϯτ
　̍月ΠϕントよΓ͞らにύϫーアοϓɻͲちらのコース
͞ま͟まなબࢶがで͖ましたɻお͖なのをΈ߹わ
ͤɺよΓࣗΈの࡞ͮくΓがՄになΓましたɻ
　ৄしくはɺ育බηンター ( ి 83�3356)ɺ『ՖのӺ』ళ಄
までおܰؾにおい߹わͤくͩ͞いɻ
　またɺՖや؍༿২の২͑ସ͑なͲにごར༻で͖Δିス
ϖースҾ͖ଓ͖࣮ࢪதですɻ

⿅育බηンターフェΠスϒοΫ

　育බηンター『ՖのӺ』はɺ
フェΠスϒοΫでൃ信த
ですɻ

͖ͯ͢ͳসإͱՖͷ·ͪ�ͻ͕͔͙͠Β　平成31	2019
年ɾ̎ 月
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ϦΣʔϯɾδʔϯ

　先月 12 月より東神楽町地域おこし協力
隊の３人目として、名古屋から移住して来
ました滝澤ゆかりです。私の協力隊として
の活動内容は『花のまちづくり支援業務』
です。東神楽町で花のまちづくりが始まっ
たのは半世紀以上前の昭和 30 年代からと
いうことで、町内公共花壇の整備や町営育
苗センターで花苗の生産など、既に色々な
活動が行われてきたようです。今後はオー
プンガーデン活動を発展させるなど、より
多くの町民の皆さまが植物と触れ合うこと
で癒されながら健康な生活ができるような
活動ができればと考えています。
　私自身はこれまでいろいろな所で生活を

してきて、道内網走にも８年間住んでいま

した。新しい土地で生活することは不安も

ありますが、それぞれの地域により気候や

習慣、食べ物や言葉、そして育つ植物の種

類など違いや不思議なことなど、今まで知

らなかったことを発見する楽しみや、何よ

りすてきな方々との新しい出会いなど、喜

びもたくさんあります。

　ここ東神楽町の魅力もどんどん発見しな

がら、町の皆さまのお話を伺い『花のまち

づくり』に少しでも貢献できることを考え

ながら活動していきたいと思っています。

どうぞよろしくお願いします

͡Ί·ͯ͠ʂ

ୌᖒ�Ώ͔Γɹ

　皆さんは『リバースカルチャーショック』とい
う言葉は聞いたことがありますか？これは、母国
に帰ってカルチャーショックを受けることを言
います。私は何回も経験したことがあります。
　私は、人生の3分の1を日本で過ごしている
ので、日本での生活や習慣は身についています。
本来自分の意見は必ず言うタイプですが、よく
遠慮する日本人により近くなってきました。例
えば、レストランに行って飲み物を『氷なし』で
注文して、氷が入ってきても、文句を言わず我慢
します。セットメニューの組み合わせを変えた
くても変更できないため、結局単品で追加注文
したりします。自分の中でそういうことがだん
だん『普通』になってきたとき、海外出張でリ
バースカルチャーショックを受けました。
　東神楽町は台湾と交流があるので、台湾へ出張
することがあります。この前の台湾プロモーショ
ン活動の休憩中に、昼食を食べに行きました。焼
きビーフンを食べたかったのに、セットメニュー

にご飯の写真しか載っていなかったため、単品の
焼きビーフンを別に注文しました。その際店員さ
んに「ご飯はいらないですか？変えてあげます
よ。」と言われて、セットメニューに変更してもら
いました。とてもありがたかったです。
　しかし、困るときもあります。台湾の名物『タ
ピオカミルクティー』を買いに行ったとき、ミ
ルクティーが苦手な私は別の飲み物を注文し、
タピオカを追加で注文しました。その際店員さ
んから「大きいタピオカか小さいタピオカ、ど
ちらにしますか？氷の量は？砂糖の量は？」と
どんどん質問されて、単純に飲み物を注文した
かっただけなのに、質問の多さににストレスが
たまりました。
　海外旅行に行ったときに、カルチャーショッ
クを受けるのは当たり前だと思いますが、皆さ
んは日本に帰国してから『リバースカルチャー
ショック』を受けた経験はありますか？

ϦόʔεΧϧνϟʔγϣοΫ

平成31	2019
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ある日突然やってきて、わたしの膝の上に座った
のら猫のタンゲくんは、飼い猫になった。でも、
タンゲくんは猫だから、外で見かけるとそっけな
い。そういう素っ気なさにもしかすると、タンゲ
くんはどっかの飼い猫で、違う名前で呼ばれて暮
らしているのかも？なんて考えてしまう。そんな
心の葛藤が描かれてちょっと切ないけど温かい絵
本です。

˙ 東神楽町図ॻؗ　ὸ 83-4646

ύϫϋϥෆղޏ  （高ڮल）
ࣗで診அがで͖Δຊ  （อ࢘وࡔ）
ढわれঁ子にɺなっていまͤんかʁ  （ϊジルాࢁ）
Ӊඈ࢜ߦにฉいてΈたʂ  （ティϜϐーΫ）
Ϋローζアοϓʂ੍ۭߤ室  （ଜࢁ）
子ࠍれなしɻ  （Ҫアώル）
大ਓのޠኮྗϊート  （౻ࡈ）
 高のೖཋ๏࠷ （࠸信ࡔૣ）
フϥンス座  （Ϗートたけし）
ฏ戸からདྷたஉ  （ଜژଠ）
かいけつκロリロϘοト大͞くͤん  （Ώたかݪ）
͑いごΊいろ 24  （ひやまΏΈ）
ΦリンϐοΫのおけͣかん  （੪౻༸）

͖ΐうからɺྉཧ্ख  （Γこࢁ）
γングルͩしでɺすぐごはん  ( అਓඒ )

͢·εϙϯαʔΛืू͠ࢽࡶ
౦ਆָ町図書館・ふれあい交流館図書室の雑誌スポ
ンサーを募集しますɻ
ৄしくはϗーϜϖージに͞ࡌܝれていΔ『ฏ31
౦ਆָ町図書館雑誌スポンサー募集ཁ領』をごཡ
くͩ ͞いɻ
˞募集ظ間　ฏ31̎月22日 まで

Πϕϯτ案内

̎月22日 は月図書ཧ日のたΊٳ館日とな
Γますɻຊをฦ٫͞れΔ方は図書館ཪޱのϒοΫ
ポストをごར༻くͩ͞いɻ

͓͏·の͓͜�͓ͳ͠ձ
ֆຊΛ楽͠Ήձh ͓ ·͏の͓͜ʱʹ ΑΔ
ֆຊΑΈ͖͔ͤձ
˙日ɹ࣌ɹ̎月23日　ޕલ10時30～
˙ɹॴɹふれあい交流館
Ճྉɹ無ྉ（事લ申込Έෆཁ）ࢀ˙

　ϛϡージγϟンˍマジγϟンˍ༁家大友剛
͞んɺϛϡージγϟンおおたか静流͞んによΔ
ֆຊのಡΈฉかͤやՎと演のύフΥーマンス
γϣーですɻ
˙日 ～લ10時ޕ 月16日̎　　࣌
˙ ॴɹ　ふれあい交流館ୈ̎アリーφ
ࢀ˙ Ճ ྉɹ　無ྉ
˙͍߹Θͤ　  ౦ਆָ町図書館（ὸ83�4646）

େ༑߶ˍ͓͓͔ͨ੩流
ʙϚδΧϧͰΜͰΒίϯαʔτʙ

˙లࣔؒظ　̎月̎日～̎月28日 
˙లࣔձ　౦ਆָ町図書館展示ϗール・展示

Ϊϟϥリー

খྛനԌʮ໋のྶݴᶘʯ
ਫըల

͖ͯ͢ͳসإͱՖͷ·ͪ�ͻ͕͔͙͠Β　平成31	2019
年ɾ̎ 月



(金) ■臨時職員募集締切（ P10）■わくわく教室（ P16 ） (土)
■家庭教育講演会（ P19 ）
■大友剛&おおたか静流～マジカルでんでらコン
サート（ P25 ）

(土)
■ひがしかぐらウィンターフェスティバル2019（ P4 ）
■図書館展示  小林白炎  『命の言霊Ⅱ』（～28日まで ）
（ P25 ）

(日) つ

(日) ■全町卓球大会（ 広報1月号：P18 ） つ (月) ■確定申告受付開始( ～3月14日 )（ P6 ）■子育て教育相談（ P16 ） 図

(月) ■防災無線放送メール配信開始（ P11） 図 (火) ■確定申告夜間受付（ P6）■町内事業所向け戸別受信機設置申込締切（ P11）

(火) (水) ■確定申告夜間受付（ P6）■よちのび広場（ P16 ）

(水) ■乳幼児健診（ P16 ） (木) ■確定申告受付（ふれあい交流館）（ P6）

(木) ■北方領土の日（ P19 ） (金)
■確定申告受付（ふれあい交流館）（ P6）
■これっと健康相談（ P16 ）
■雑誌スポンサー募集締切（ P25 ）

図

(金) (土) ■町民講座『認知症を知ろう』（ P20 ）■おうまのおやこ おはなし会（ P25 ）

(土) (日) ■全町フロアカーリング大会（ P11） つ

(日) つ (月) ■すくすく広場（ P16 ） 図

(月) 【建国記念の日】
つ
・
図

(火) ■ぱれっと健康相談（ P16 ）

(火) ■助産師健康相談（役場）（ P16 ）   (水)

(水) ■にこにこサロン★志比内（ P16 ）■高齢者事業団員募集　申込締切（ P20 ） (木)

(木) ■助産師健康相談（ふれあい交流館）（ P16 ）  ■心配ごと相談（ P18 ）

(金) ■子宮・乳がん・骨検診（ P16 ）

つ 図休館日案内 東神楽町図書館交流プラザつつじ館
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